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新司法試験調査会在り方検討グループ(第４回)議事録

（司法試験管理委員会庶務担当）

１ 日時

平成1５年５月２２日（木）１３：３０ ～ １７：５５

２ 場所

最高検察庁大会議室

３ 出席者

（委 員）

磯村保，小津博司，柏木昇，釜田泰介，鈴木健太，中川英彦，宮川光治

（敬称略）

（法科大学院関係者）

笠井正俊（京都大学 ，滝澤正（上智大学 ，小幡純子（上智大学 ，） ） ）

本間一也（新潟大学 ，浦川道太郎（早稲田大学 ，浅古弘（早稲田大学）） ）

（敬称略）

（同委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課 ））

池上政幸人事課長，横田希代子人事課付，古宮義雄試験管理官

４ 議題

(1) 法科大学院関係者からのヒアリング

(2) 庶務担当からの報告

(3) 協議

(4) 今後の予定

５ 配布資料

資料１ 各大学のヒアリング用資料

資料２ 在り方検討グループにおける論点の整理

資料３ 在り方検討グループにおいて検討すべき事項（科目別ワーキンググ

ループとの意見交換を受けて）

資料４ 新旧司法試験実施日程（イメージ）

資料５ 現行司法試験第二次試験短答式試験・論文式試験日程

資料６ 司法研修所２回試験実施日程

資料７ 新司法試験実施日程案

資料８ 現行司法試験採点基準，採点格差調整方法等
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６ 議事等

(1) 法科大学院関係者からのヒアリング

【釜田委員】それでは第４回の在り方検討グループの会合を開かせていただきま

す。本日は，まず，現在設置に向けて準備を進めておられます法科大学院の方か

ら，その進捗状況についてお聞かせを願いたいと存じます。新司法試験は，新た

に出来ます法科大学院の教育の成果を踏まえた上で検討せよということになって

おります関係で，ここで一度，現在進行中の各法科大学院の内容につきまして，

お教えいただければ，我々の検討も更に深まるのではないかと，先般庶務担当の

方からいくつかの大学に御依頼をさせていただきました。その結果，本日四つの

大学からお越しいただくことになりました。大変お忙しい中，御協力いただきま

してありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。

それでは，予定にございます順番に従いまして御説明を頂だいしたいと存じま

す。本日お出でいただきました大学は，京都大学，上智大学，新潟大学，早稲田

大学の４大学でございます。それでは早速ではございますが，京都大学の笠井正

俊先生から，よろしくお願いします。

【笠井教授】笠井でございます。本日はこのような機会を設けていただきありが

とうございました。それでは，京都大学で準備している内容について御説明申し

あげます。まず，京大の法科大学院の１学年の入学定員は２００名の予定で，募

集の段階から未修者，既修者に分けて枠を設けて募集することにしております。

未修者枠を６０名程度，既修者枠を１４０名程度と考えておりまして，平成１６

年度につきましては，未修者枠と既修者枠との間の重複出願や予備的出願を認め

ないというふうに考えております。

「カリキュラムの概要と特色」以下の項目に関しましては，４頁のレジュメと

開講予定科目一覧表を御覧ください。開講予定一覧表から主なところを抜き書き

したような部分もございますが，レジュメに沿いまして御説明申し上げます。

修了要件ですが，標準修了年限は３年といたしまして，９４単位以上の修得を

要するとします。それから法学既修者につきましては，基礎科目，これは法学未

修者の１年次に配当する科目でございますけれども，２６単位の履修を免除いた

しまして２年の在学で修了できるようなものになっております。ただし，必要単

位数の要件を満たしていても次の要件をいずれも満たさなければ修了を認めない

ということでございまして，必修科目，これは基幹科目と呼んでいるものと，基

礎科目と呼んでおりますものを合わせたものですが，その科目の単位をすべて取

得していること，それから選択科目Ⅰ，Ⅱ，実務選択科目と群に分けております

けれども，それぞれについて，選択科目Ⅰについては４単位，選択科目Ⅱについ

ては１２単位以上，実務選択科目については２単位以上を取得していることとい

うことでございます。

それからＥ判定というのが後から出てきますけれども，点数で言いますと６０

点台ですが，その６０点台でやっと合格したというような科目は少ない方がいい
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ということで，基幹科目では３科目以下であること，それから全科目のうち，未

修者については９科目以下，既修者は６科目以下であることというふうに，点数

が悪い点で通ったのがあまり多すぎると卒業できなくなってしまうと，そういう

仕組みにしております。

科目の内容につきまして御説明いたしますけれども，法律基本科目と一般に言

われているものに関しまして，京大では基礎科目と基幹科目との二つに分けてお

ります。

まず，その一つ目の基礎科目につきましては，法学未修者１年次配当の２６単

位でございまして，１頁に挙げておりますような統治の基本構造から，憲法・行

政法関係，刑法，刑訴，民法，商法，民訴，そういった科目の基礎的なことを取

り扱う科目群であります。

それから２頁にまいりまして，基幹科目でございますけれども，いわゆる法律

基本科目と言われているものとしまして，そこに公法総合から挙げましたような

ものがあります。公法，刑法，民法，商法，民訴，それから最後の民事法文書作

成と言いますのは，これは民法，商法，民訴について総合的な問題を検討して文

書を作成するというものでありまして，これらが基幹科目という位置付けになっ

ております。主に２年次配当でありますけれども，一部の科目については３年次

に配当しております。

以上の基礎科目，基幹科目については，いずれも必修であります。一般に法律

基本科目と言われているものに関しましては，このような具合でございます。

それから，必修科目の中に基幹科目が一つの群としてあるわけですけれども，

実務基礎科目と言われている中の特に必修にすべきものも基幹科目というところ

に位置付けておりまして，これは後でまた御説明申し上げます。

次に，展開・応用科目についてヒアリングの御指示があります。これにつきま

しては，そういう名前で呼んではいないのですが，いわゆる選択科目Ⅱというも

のが，この展開・応用科目に当たります。選択科目につきましては，京大では実

務選択科目，選択科目Ⅰ，選択科目Ⅱというふうに分けて開講いたします，その

うちの選択科目Ⅱというのが展開・応用科目に相当するというわけでございま

す。選択科目Ⅱには，そこに情報法，現代立法論といろいろ挙がっておりますけ

れども，そういった科目が含まれております。具体的には，この科目一覧表のよ

うになりまして，その右側の列に並んでいる，５０数講ありますけれども，その

科目が選択科目Ⅱでございまして，いわゆる展開・応用科目でございます。いず

， ， ，れも選択制でありまして 先ほど申しましたように 選択科目Ⅱにつきましては

最低限１２単位は取らなければいけないというふうにしております。

なお，選択科目Ⅰにつきましては，幅広い識見の獲得といったものを目標とす

るものでありまして，いわゆる基礎法分野，それから外国法，政治学といったも

のに関する科目が含まれておりまして，これにつきましても，科目一覧表の左側

の列の下の方に書いてあるとおりでございます。

それから，選択科目ⅠとⅡのうちの幾つかの科目について，リサーチ・ペーパ

ーというものを作成してもらいまして，これに合格しますと２単位が与えられる
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ということも考えております。

次に，実務基礎科目でございますけれども，これにつきましては，法曹倫理，

刑事訴訟実務の基礎，民事訴訟実務の基礎という３つの科目につきまして必修と

いたしまして，これを基幹科目の中に位置付けております。ですから，開講予定

科目一覧表の中にも基幹科目（必修）というところに書いてございます。

それから，実務選択科目といたしまして２頁の下の方に挙げたような科目を開

くことにいたしておりまして，これにつきましては最低２単位は取らなくてはい

けないとしております。科目の内容や開講数を考え，どの学生も大体少なくとも

２つの科目は選択できるという手当てをしようと思っております。

次に，各科目の配当学年でございますけれども，レジュメに書いてありますよ

うに，基礎科目につきましては１年次，基幹科目につきましては２年次が主で，

一部については３年次，選択科目Ⅰについては，１，２，３年次の中で自由に選

ぶと，それから選択科目Ⅱについては，２，３年次，実務選択科目については，

科目によって２，３年次配当か，３年次配当というふうに指定をする予定であり

ます。

それから，独自性ということでございますけれども，これは法律学の基礎的素

養の修得を目指す基礎科目，応用能力の獲得と法実務の基礎的事項の修得を目指

す基幹科目を全科目必修制としまして，その基幹科目のうちには６単位の実務基

， ， ， ，礎科目を含むということでありまして また 先ほど申しました選択科目Ⅰ Ⅱ

， 。実務選択科目というものを開講いたしまして 幅広い分野から選択を可能とする

そして，これらを体系的に配置いたしまして，高い理論的分析力に基づく真の応

用力をかん養し，鋭い批判的分析能力に裏付けられた創造的な問題解決能力を持

つ法曹を養成するというのが京大のモットーでございます。

それから，成績評価・修了認定の方法，３のところで，厳格な成績評価を担保

する制度的な工夫というところでございますけれども，まず学年配当制について

は以上のようなところでございまして，後はキャップ制，いわゆる履修の上限制

というものを設けるとしておりまして，具体的には，２年次までは各学期２０単

位，通年３６単位までしか取れない，３年次は各学期２４単位，通年４４単位し

， ，か取れないといたしまして 各科目について真剣に取り組むことができるように

取れる科目に上限を設けるということであります。

それから，成績評価方法・資料につきましては，授業形式に応じて適切な方法

を用いますが，双方向的ないし演習形式の授業につきましては，普段のパフォー

マンスを平常点として評価するとともに期末に筆記試験を行いまして，評価を行

う。それから，講義形式の授業。講義形式と言いましてももちろん質疑応答など

は当然入るわけですけれども，それにつきましては，主に筆記試験において行う

ということでございます。また，クリニックとか，エクスターンシップにつきま

しては，活動内容を評価するとともにレポートの提出を求めるということでござ

います。

それから，評点につきまして，ＡからＦまでの６段階に分けて考えております

けれども，基本的には素点で評価すると，その素点を各段階に分けて判定して，
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Ｅ判定やＦ判定があるということがございます。Ｆ判定やＥ判定の科目について

は，先ほど言いましたように，これは卒業にかかわってくる問題ですから，再試

験または再履修を認めることにしております。

それから，進級制を採ることにしておりまして，４頁ですけれども，未修者に

つきましては基礎科目の取得単位が１６単位未満の者，それからＥ判定の基礎科

目が４科目以上の者ですね，Ｅが多すぎる者，これは２年次に進級できないとい

うことになります。それから，未取得の基礎科目の単位がある者，Ｅ判定の基礎

科目が４科目以上の者，基幹科目の取得単位が１８単位未満の者，Ｅ判定の基幹

科目が４科目以上の者は３年次に進級できないというふうにしております。

既修者につきましては，基幹科目の取得単位が１８単位未満の者，Ｅ判定の基

幹科目が４科目以上の者は３年次に，既修者については２年次ですけれども，進

， ， ，級できないということで 厳格に進級も制限するということでありまして かつ

同一学年での在学は２年を限度というふうになりまして，３年目はもうないとい

うことであります。

修了要件は先ほど述べたとおりで，単位数とともに成績の内容も見るというこ

とでございまして，厳格な成績評価をしているというふうに考えております。

以上が京大の法科大学院の概要でございますけれども，新司法試験の在り方に

対する意見提言はという御指示でございまして，法科大学院の側の立場といたし

ましては，法科大学院でまじめに勉強して，かつ，これだけの厳格な成績評価を

経て修了した人については，かなりの割合で合格できるような新司法試験にして

いただきたいということが，抽象的な言葉としてはあるかと思います。

具体的には，内容面，それから合格者の数といった二つの問題に主に分かれる

かと思いますけれども，内容面につきましては，応用力と言いますか，その場で

考えて法律の知識とともに思考力というものが試される試験の内容にしていただ

きたいうことがございまして，パターン化された思考を何か記憶しているだけで

通るようなものではなくて，その場でじっくり基礎から考えて問題を解決すると

いったような力が見られる，そういう意味ではある程度重い問題になろうかと思

いますけれども，そういった司法試験にしていただきたいと考えている次第でご

ざいます。法の体系的理解といったものを試すものになろうかと思います。

それから合格者数に関しましては，法科大学院の卒業者数というものをよく勘

案していただいて決めていただきたいと思います。これは現行司法試験と重なる

いわゆる移行期間についても同様でして，新司法試験の合格者数が，法科大学院

制度の趣旨をよく活かすようなものであっていただきたいと考えている次第でご

ざいます。以上でございます。

【釜田委員】ありがとうございました。質疑応答は４大学の先生方の御説明を全

部頂だいいたしました後で一括して行いたいと思います。続きまして，上智大学

からは法学部より，滝澤先生と小幡先生にお越しをいただいております。よろし

くお願いします。
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【滝澤教授】私からは，最初に概要だけ御説明申し上げて，具体的なカリキュラ

ムにつきましては，担当の小幡先生からお願いしたいと思います。

上智大学は，定員１００名という中規模の法科大学院を作る予定としておりま

して，３年コースが５０名，２年の短縮のコースが５０名ということを考えてお

ります。総定員が２５０名ということになります。

上智大学は，元々それほど大きな規模の大学ではありませんので，法科大学院

も少人数できめ細かい教育をしたいと思っております。

， ， ， ，それから 私立大学でありますので その特色を出そうということで 国際性

それから環境問題重視というのは大学全体における方針であります。法学部でも

国際関係法学科及び地球環境法学科が法律学科の他にもあります。そういう特色

を法科大学院にも盛り込もうということでカリキュラムを考えました。もちろん

法曹としての基本的な素養を身につけさせるというのは当然なのですが，それに

プラスして，そういう特色のあるカリキュラムということで考えました。

【小幡教授】上智大学のヒアリング資料の１枚目の要旨と書いております１枚紙

が私から御説明させていただく要旨になります。

まず，概要ですが，滝澤先生からお話がありましたように１００名のうち，法

学既修者，これは２年コースと言うか，１年次免除コースと言うか，そこはまだ

我々の方でも決まっておりませんが，それが５０名，それから３年生コース，い

わゆる法学未修者が５０名ということにしております。この振り分けは，入学試

験において行うこととしております。ただし，上智の法科大学院の場合は併願は

可能ということで考えておりまして，つまり，法学既修者であっても３年コース

の希望を併願することも可能という制度設計をしておりまして，補欠についてど

のような処理をするのか等々，細かな詰めを目下行っている最中でございます。

法学既修者については，法律の論文試験，論述試験を課すということにしてお

ります。科目につきましては，ここにありますように，公法は憲法，行政法の科

目，民事法として民法，商法，民事訴訟法の科目，刑事法として刑法，刑事訴訟

法という科目ということで，７科目課すことにしておりまして，この法律の論文

試験の合格によって１年次免除についての一括認定を行うということにしており

ます。後から御説明申し上げますように，法律基本科目の中の基礎科目として１

年次に配当している科目がこの７科目でございますので，その７科目について法

律の試験を行うことによって，１年次は，そのまま丸々スキップするという具合

で制度設計をしております。どのくらいの難易度にするかについては検討中でご

ざいますけれども，やはり，基本的な法学の力を試すという形の試験にする予定

でございまして，それほど細部にわたるような試験ではなく，基本的なことが分

かっているかということを試験していきたいと思っております。

続きまして，上智の法科大学院のカリキュラムの概要でございますけれども，

１学年１００名でございますので，２クラス編成でやれるということでございま

す。少人数教育で特徴を出しながら優秀な法曹を育てていきたいということでご

ざいまして，今の法学部で国際関係法学科と地球環境法学科がございますので，
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それを勘案する形で国際性と環境法を特徴にしております。

一番最後に付いてございます上智大学ヒアリング資料のカリキュラム概念図及

び修了単位を御覧いただいた方が分かりやすいかと思いますので，以下これに基

づきながら説明申し上げたいと思います。必修科目というところに１年次の科目

がございますが，これがちょうど２９単位ございまして，法学既修者で法律試験

合格の場合は，この１年次の憲法基礎，行政法基礎，民法基礎，商法基礎，民事

訴訟法基礎，刑法基礎，刑事訴訟法基礎，それから法情報調査という多少法学入

門を兼ねた実務科目についても免除するということになってございます。全体と

しては，３年間在学して９３単位以上修得して修了，１年次免除の場合は２９単

位免除されますので，６４単位以上修得して修了というのが修了要件でございま

す。内訳でございますけれども，１年次についてはここにございますように，公

法，民事法，刑事法の７科目を中心に基礎科目２８単位と法情報調査１単位でご

ざいます。２年次につきましては公法，民事法，刑事法という法律基本科目の２

年次配当が２６単位ございまして，法曹倫理という実務基礎科目が必修科目に置

かれてございます。３年次の必修としましては，民事法の仕上げとしての総合と

いう科目，それから刑事法の仕上げとしての総合という科目を置いて，更に実務

基礎科目として訴訟実務基礎の民事，刑事各２単位が置かれております。

シラバスについては，今後まだ変わる余地はございますけれども，文部科学省

に提出する予定のシラバスが出来ておりますので，３部お持ちいたしましたので

適宜御回覧いただければと思います。

以上が，１年次，２年次，３年次に配当いたします法律基本科目でございまし

て，内訳としては大体５８単位から６０単位ですが，公法については仕上げの総

合演習というのを選択必修科目で２単位置いておりまして，それを全部含めます

と，大体６０単位が法律基本科目ということになります。

それから，展開・応用科目でございますが，図で申しますと選択科目のｂ群の

。 ， ， ， ， ，展開・先端科目群にございます 労働法 租税法 国際租税法 経済法 知財法

倒産処理法，民事執行・保全法等，こういうものが展開・先端科目郡に入ってご

ざいます。労働法，知的財産権法，倒産処理法が３単位とやや中途半端になって

おりますが，本来４単位にしたいところでございますけれども，学生がいろいろ

な科目を取れるようにという配慮で，３単位科目になってございます。

それから，実務基礎科目でございますが，先ほど少し申し上げたことをまとめ

ますと，法情報調査の必修が１年次必修で１単位ございまして，法曹倫理は２年

次で２単位の必修です。今，回覧しているシラバスで法曹倫理の所には付せんが

あろうかと思いますが，裁判官，検察官，弁護士の３者の立場から共同に担当す

るということになっておりまして，法曹倫理を２単位必修としております。

それから，訴訟実務基礎，実務基礎科目の必修としては，民事，刑事各２単位

を３年次必修，これは派遣裁判官，派遣検察官にも入っていただくというもので

ございます。さらに，実務科目については，今の必修科目の他に，そこの図でご

ざいますが，選択必修科目のＢ群の実務科目というのがございます。ローヤリン

グ，ネゴシエーション，模擬裁判というような形で，学生がこの中から選択する
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という選択必修という科目になっております。回覧しておりますシラバスの黄色

い付せんがございます模擬裁判（刑事）というところを御覧いただければ，そこ

で裁判官出身の教授，弁護士出身の実務家教授，派遣検察官と３人で模擬裁判の

授業をするというふうになってございます。

， ， 。続きまして 上智法科大学院カリキュラムにおける独自性 特徴でございます

これは，国際性，環境法ということでございまして，カリキュラム上もはっきり

それが表れております。図を御覧いただければ，例えば，選択科目のａ群・基礎

科目群の所で国際法基礎，環境法基礎というのがございまして，主に１年次の学

生にこういう基礎を学んでいただきたいということでございます。その他，基礎

的科目としても，比較法，外国法等々も充実しております。それから，２年次に

配当されているものとしまして，選択必修科目のＡ群のところにございます実践

演習科目の環境法実務演習，国際取引法総合演習，こういったものは，いずれも

我が法科大学院の特徴と言えるかと思います。付せんの青いところで示してござ

いますが，環境法実務演習などは，現行の環境法を中心に街作りとか，廃棄物と

かそういったものまで含めたカリキュラムになってございます。それから，３年

次の選択科目のｃ群，ｄ群は，正に国際性科目と環境法科目を重点的に置いたも

のです。ｃ群の国際関係法のロー・アンド・プラクティス，これは外国人講師に

よる国際取引法でございますが，これはグリーンの付せんになっておりますとこ

， 。ろに表してございますが こういったシラバスでやるというところでございます

その他にも，国際租税法，国際民事紛争処理等々置いておりまして，また，ｄ群

の環境法では企業環境法というもの，これも青い付せんで表しておりますが，こ

ういうカリキュラムで特徴を出すということをしております。

以上がカリキュラムの独自性でございますが，続きまして，成績評価等々でご

。 ， ，ざいます 小人数でございますので 同一授業は２クラスしかございませんので

原則として同一教員が担当ということで公平を期することができるかと思いま

す。上智大学では，既に学部でもＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆに，どれぐらいの割合とい

うことを教員に基準を示して拘束しておりますので，学生の不公平感は非常に減

少していると思います。当然，法科大学院でもＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの評価，多少，京

都大学と評価の基準の点数が違うのですが，それはもちろん採用いたします。複

数教員の共同担当がございますので，当然それは複数教員において厳格な成績会

議を開いて成績を付けます。

それから，成績評価委員会というものを設置しまして，各担当教員の成績評価

の在り方をチェックすると同時に個々の学生の不服等にも対処したいと思ってお

ります。いずれにしても，成績評価基準の明示によって学生への透明性を確保し

たいと思っております。上智の法科大学院でも進級制を取りまして，各年次２４

単位修得できなければ進級できない。それから，１年次には２年間を超えては在

学できない。これは退学要件として明示するというふうに厳しく修了認定を行っ

ていくということにしております。

それから，新司法試験の在り方でございますけれども，法科大学院ではやはり

少人数で内容の極めて濃い授業を行い，厳格に修了認定も行う。それから第三者
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評価もあるということでございますので，法科大学院での教育というのをある程

度信用していただきたい。新司法試験を新たなハードルと位置付けをされるのは

大変学生たちにとっても厳しいのではないかと思っております。法科大学院での

過程重視という教育の延長に自然に位置付けられるような新司法試験であってほ

しいと望んでおります。そうでありませんと，例えば３年生になりますと，新司

法試験のための勉強というふうなことだけを学生がやるということになるという

危惧もございますし，もちろんそういう学生は，授業の方に身が入らないという

ことになれば，こちらで落とせばいいというのは一つの理屈ではございますけれ

ども，やはり，制度設計として新司法試験を新たなハードルとして位置付けられ

ますと，学生を困惑させ，法科大学院の教育自身に悪影響を及ぼすことにもなり

かねませんので，できますれば自然な延長というところで位置付けていただきた

。 ，いというのが希望でございます 私どもの方も何回も説明会を開いておりますが

やはりどういうふうに新司法試験が実際やられるのかと学生たちも関心を持って

いるところでございますので，その点を御留意いただきたいと思います。以上で

ございます。

【釜田委員】ありがとうございました。続きまして，新潟大学からは法学部より

本間先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。

【本間教授】本間でございます。本日はお招きいただきましてありがとうござい

ます。

それでは，早速入らせていただきます。私どもが考えている養成する法曹像と

いたしましては，地域住民のニーズに即したリーガルサービスを確実に提供でき

る地域住民の信頼にこたえる法曹ということでございます。入学定員は８０名で

ありまして，この中では一番規模が小さいと思います。そのうち，定員は設定し

ておりませんけれども，７割程度を法学未修者として想定しております。法学未

修者と既修者の振り分け方ですが，入学試験に関しましては，未修者，既修者を

問わずすべての出願者について適性試験，それから本法科大学院による独自の個

別試験を実施いたします。法学既修者としての認定は入学定員の３割程度を予定

しておりますが，合格発表後に実施されます法律科目の試験結果によって行うと

いうふうに考えております。

カリキュラムの概要と特色でありますが，まず修了要件につきましては，標準

修了年限は３年以上在学し，かつ，９６単位以上を修得するものとするというこ

とを考えております。内訳でございますが，必修科目７２単位以上，選択科目２

４単位以上と考えております。必修科目の内訳につきましては，お配りした資料

の１枚目に横長のものがございます。そこに内訳が記載されてございますので御

覧ください。

， 。次に展開応用科目の概要ですが これにつきましても同じ資料を御覧ください

なお，本日，科目等の概要につきまして，お手元に配布されているかと思います

が，イメージをつかんでいただくために科目の概要を説明してございます。
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次に実務基礎科目の概要でありますが，これにつきましても表に記載のとおり

であります。ただ，私どもは，このカテゴリーに属する科目は御覧のようにそれ

ほど多くはございません。しかし，法律基本科目群の各種法務演習というのがご

ざいますが，こういった科目等の中で，いわゆる法曹倫理，法文書の作成，ロー

ヤリング，要件事実と事実認定の基礎等の内容が組み込まれたカリキュラムとな

っております。これは，こうした内容の科目を単体で配置するよりは他の科目と

の関連性の中で協議した方が教育効果が上がるという考え方を基礎といたしてお

ります。

各学年の学年配当につきましても，同じ表に記載のとおりでございます。

それからカリキュラムにおける特色といたしましては，まず第一にコア・カリ

キュラム制度というものを採用してございます。これは，２１世紀の法曹に求め

られる法的サービスが多様化・専門化するだろうということに対応いたしまし

， ， ，て こうした法曹を養成するためには 学生の自主性を最大限に尊重しながらも

やはり学生の将来の進路設計と適合するようなカリキュラムを編成する必要があ

るというふうに考えております。そこで，私どもとしましては，学生の将来の進

路の設計に役立つということを目的といたしまして，このコア・カリキュラム制

度を採用しております。コア・カリキュラムの内容につきましては，一番最後の

資料を御覧ください。このカリキュラムは学生の将来の進路を念頭に置いて，そ

のために必要な科目を学生が適切かつ効果的に選択することができるようにした

履修上のガイドラインでございます。こうしたガイドラインに従いまして，選択

科目を履修することによって，各学生が将来の進路にふさわしい系統的な科目履

修を行うことが可能となるだろうと，また，各コア・カリキュラムに含まれる基

礎科目が有機的に結合しまして教育効果も高まるだろうということを期待しての

ものでございます。いわゆるコース制との主たる違いは，学生の自主的な選択を

重視いたしますので定員を配置しないということにございます。

それから，内容につきましては，そこに記載のとおりでありますが，先ほど申

し上げたように，私どもの養成する法曹像としましては，地域の住民のニーズに

即したリーガルサービスを着実に提供できると，地域住民の信頼と期待にこたえ

る法曹ということでありますので，その教育理念に従いまして４つのカリキュラ

ムを用意いたしております。

それから，基礎法学の重視というのが２つ目の特徴として挙げることができる

かもしれません。基礎法学は，御存知のように，現代法制度を批判的に考察し柔

軟な思考力を養う上で，さらに，総合的・創造的な思考力をかん養する上で重要

であるということから，こうした分野の科目群，具体的には私どもの科目で言い

， ， ， ， ，ますと司法制度論 法学の基礎 法社会学 正義論 あるいは比較法文化論など

こういった科目群を重視したカリキュラムを編成しております。

３つ目は，教育内容，教育目標をそれぞれ異にした多彩な演習科目を配備して

いるということでございます。演習科目の種類につきましては，問題発見演習，

総合演習，市民法務演習，裁判法務演習，さらに法務総合演習という形でそれぞ

れ教育目標，教育内容を異にしたものを用意いたしました。問題発見演習のイメ
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ージは，個別法律分野に関する体系的な理解力だとか問題発見能力をかん養する

ということを目標としました事例研究ということになります。総合演習につきま

しては，法分野全体に関する具体的な理解力だとか問題発見能力のかん養を目標

としました複数の法律分野にわたる論点研究，事例研究ということになります。

市民法務演習でありますが，法文書の作成術，ローヤリングの交渉術，あるいは

問題解決，処理能力のかん養を目標としましたロールプレイ方式による裁判前，

あるいは裁判外紛争処理手続に関する実践的な授業というイメージでございま

す。裁判法務演習につきましては，法文書の作成術，弁論術，交渉術，訴訟活動

能力のかん養を目標としたロールプレイ方式の裁判による紛争処理手続に関する

実践的な授業ということであります。最後の法務総合演習でありますが，実務準

備教育という観点から，総合的な事案解決能力のかん養を目標といたしまして模

擬裁判を含むロールプレイ方式による実務上生起する事件を素材とした総合的な

解決技能をトレーニングするということでございます。

４つ目の特徴といたしましては，法的専門知識の付与という形ではなくて，限

られた時間に効果的な教育を行うためには法的な専門知識を活用する方式の教育

ということが必要だということでございまして，それに配慮した形で先ほど申し

上げたような多様な演習科目を配置してございます。

５つ目は，多彩な実務家教員を配置しております。特に，狭義の法曹だけでは

なく企業法務，官公庁，更には非常勤講師でございますが，公認会計士，司法書

士等を予定しております。特に非常勤講師として予定しております公認会計士，

司法書士でありますが，法曹にとって重要であるにもかかわらず，実際には学習

する機会が極めて少ないというものに関して，やはり必要最小限度の知識をかん

， 。養をする必要があるだろうということで そういった科目を配置してございます

具体的には，経営実態論，登記実務と法という科目でございます。

最後に，実務との架橋を強く意識した教育が求められております関係上，教育

内容だけではなく，教育方法におきましても，法理論教育と実務基礎教育との架

橋を図る必要があるということでございまして，そのために，いわゆる実務家教

員と研究者教員とが協力しながら一つの授業を担当するという教育方法も各種，

先ほど申し上げたような法務演習において重点的に採用するということにいたし

ております。

それから，４番目に成績評価修了認定の方法でありますが，第一に，厳格な成

績評価を担保する制度的な工夫ということでございます。これにつきましては，

第一に，従来採られてきたような定期試験やレポートによる成績評価だけではな

く，授業の出席参加の積極性，あるいは課題への対応状況といったような平常点

による評価，更には小テストの実施による履修到達度の確認などによって日常の

プロセスを重視した成績評価を行うということを考えております。

第二に，各科目の履修到達度を厳格に判定するために，複数の教員による試験

問題等の作成，更には採点基準の設定，及び複数の教員による採点を行い，絶対

的な基準に基づくＧＰＡの活用によって厳格な成績評価を行いたいというふうに

考えております。
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第三に，日常的，かつ，個別的な履修到達度を確認しまして，学習方法に関す

る相談・助言などを行うことを目的として，いわゆるオフィスアワーというのは

現在大学などで制度化されておりますが，これを積極的に活用するとともに，学

生の勉学及び生活面のケア，更には進路指導を行うアドバイザーを各学生に配置

する制度を採用するということを考えております。

最後になりましたが，新司法試験の在り方に関する意見ということでございま

す。特に，具体的な提言を持っているわけではございません。ただ，言うまでも

ないことですが，新司法試験というものが，法科大学院課程における教育，それ

から司法修習生の修習との有機的連携の下に行われるものとされておりますの

で，そうだとすれば，新司法試験というものは，法科大学院の教育内容を可能な

限り反映させたものでなければいけないというふうに考えております。以上でご

ざいます。

【釜田委員】ありがとうございました。それでは，早稲田大学からは浦川先生，

浅古先生お２人にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。

【浦川教授】本日はお招きに預かりましてありがとうございます。私，浦川と隣

におります浅古教授の２人で本日は御説明をしようと思っております。まず，私

の方から，早稲田大学法科大学院の概要を御説明して，カリキュラムの内容につ

きましては，カリキュラムの編成に中心的な役割を果たした浅古教授の方から御

説明するという分担でまいりたいと思います。なお，資料につきましてはお手元

にヒアリングのためのレジュメ的なものをお配りしましたが，それとともに，席

， （ ）， （ ）上配布資料という形で早稲田大学の教員組織 学科目配当表 案 シラバス 案

というものをお配りしております。これはまだ未定のものでございますので，後

ほど回収することをお願いしております。

早稲田大学の法科大学院は，御存知のとおり来年の４月に開設予定ということ

で準備をしております。１学年は３００名，規模的には最大規模に近いものかと

いうふうに考えております。標準修業年限３か年で収容定員は９００名というこ

とで，教員数としては１５名に１人ということでありますので，６０名が基準に

なりますが，それでは足りないだろうということで，専任教員を約７０名にした

いと考えております。お手元の教員組織表をご覧いただければと思いますが，大

体このような形で教員配置は行っているということを御理解いただければと思い

ます。

設置形態は，大学院独立研究科ということで，大学院法務研究科という形での

開設を考えております。

入学者選抜ですが，選抜方式については，既修者と未修者を分けずに一元的な

入学者選抜を行って 入学者のなかで 法学既修者 の認定を希望する学生に 法， 「 」 「

学既修者認定試験」を課す，いわゆる内部振り分け方式を採用するということで

ございます。これは，法科大学院に求められている公平性，解放性，多様性を確

保，実現するにはこの方法が一番良いだろうと考えまして，早稲田大学の法科大
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学院では，いわゆる法学既修者枠とか未修者枠とか，社会人枠というような進学

希望者のバックグラウンドによる定員枠というものを設けるということをせず

に，一元的な入学者選抜方式を採用しようと考えております。

選抜試験の実際でございますが，一次試験といたしましては，法科大学院が用

意する進学調書，これは受験願書ということになるかと思います。それと適性試

験の成績，これは早稲田の場合には大学入試センターの適性試験を採用しており

ます。それからステートメント，これはこれまでの学業，生活経験と進学動機な

どを記した作文でありますが，それに推薦状をつけて，学部成績を出していただ

いて，その他に更に自己の能力を示すものがあれば，それを付けていただくとい

うことを考えております。例えばＴＯＥＦＬみたいなスコアがあればこういうと

ころでアピールしていただこうというふうに考えております。そしてそれを全体

的に総合的に評価いたしまして，一次試験の合格者を決め，つまり面接対象者を

絞ろうと思っております。二次試験につきましては，集合試験として面接試験を

実施しようと思っております。そして，再度一次試験の成績と二次試験の成績を

総合的に判定して，入学定員３００名の合格者を出そうと，こういう試みでござ

います。

それでは，いわゆる既修者というのをどうするのかということでありますが，

， ， ，この既修者につきましては 一次試験 二次試験という形で合格者が決まった後

， ，入学者の中で 法学既修者としての認定をしてもらいたいと希望する者に対して

法学既修者認定試験を実施します。試験問題は我々の方で用意いたしまして，外

部の試験を使うというのではなくて，早稲田大学独自の論述式の試験を考えてお

ります。それを基に本当に能力があるかということを試そうというふうに考えて

おります。私どもの考えにおきましては，既修者試験の内容というのは，要する

に，１年次の科目３０単位を免除できるだけの能力がなければならないであろう

というものであり，したがって，そうたやすいものではないというふうに考えて

おります。この法学既修者の認定についても，定員枠を設けないと言っておりま

。 ， 。す 私どもは 法学既習者と法学既修者は違うのだという認識を持っております

既修者認定試験として実施する科目については，現在検討中でございます。

【浅古教授】早稲田大学のカリキュラム案では，１年次と２年次では，法律基本

科目を中心として，法科大学院の学生であれば修得しておかなければならない基

本的な法分野の学習に重点を置こうと，お手元のカリキュラム案のようなカリキ

ュラムを用意しました。お手元の資料で言いますと，レジュメの次の頁のところ

に１年次配当科目というのがございます。黄色でマークしてある科目が法律基本

科目でございまして，次の頁の２年次配当科目の中も黄色で示してあるところが

法律基本科目と我々が呼んでいる科目でございます。１年次に３０単位，既修者

については，先ほど浦川教授から御説明申し上げたように，これを免除いたしま

す。２年次に２４単位，法律基本科目がありますので，５４単位が法律基本科目

ということになります。その内訳は民事系が３２単位，刑事系１２単位，公法系

１０単位，合計５４単位でございます。
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１年次につきましては，私どもは法学部卒業でも３年制に来てもらいたいとい

うことがポリシーですので，非法学部卒向けと法学部卒向けに分けて法の基礎理

論を履修させるということを考えました。その下に司法制度論という科目があり

ますが，これは非法学部出身者，法学部出身者を問わず選択ができる，この３科

目の中から１科目を選択必修ということにいたします。法情報調査もこの法の基

礎理論，あるいは司法制度論の中で５回程度割り付けてやりたいと思っておりま

す。法の情報調査につきましては，クラスを更に３０人程度に分けましてチュー

ターをつけて具体的な指導とレポートの作成などをさせようというような計画で

ございます。

それから，早稲田大学は，独自性について三つ目に書いてございますが，現在

の法律を解釈・適用するだけの能力を養成するにとどまらず，歴史的・国際的な

法の発展動向を見極めることができるように，基礎法学・外国法・国際法・隣接

科目群を充実するということでございまして，席上の配布資料の方に細かな具体

的な基礎法とか隣接科目，外国法の科目名を挙げておきましたので，御覧いただ

きたいと思います。その中から１年生後期から３年生後期の間に２科目を選択必

修という形で履修してもらおうということになっております。

２年次の科目では，実務基礎科目の必修科目と選択必修科目を２年次に配当す

る用意をいたしました。

３年次の科目の早稲田の特徴は，ワークショップと我々呼んでおりますが，将

来，専門的な法曹に育っていこうという場合，どういう専門を身につけるか，そ

の専門別に９つのワークショップを用意いたしました。そのワークショップにそ

れぞれ科目を配当いたしておりますが，席上配布資料を見ていただきたいと思い

。 ， ，ます ワークショップに入っている科目と 先ほどの選択必修に入っている科目

こういった科目についてはいずれも共通選択科目として，例えば，公益法務を取

った学生も更に他のワークショップにある科目を共通選択科目として取れるとい

うことになっております。ワークショップは，８単位から２０単位の範囲でこれ

を選択してもらおうと考えておりまして，ワークショップ科目と共通選択科目合

わせて２６単位ですので，ワークショップの科目を何単位履修するかのよって，

違って参りますが，ワークショップ以外の科目から，共通選択科目は，１８単位

から６単位を選択していく，こういう設計を考えています。

早稲田大学ではリーガル・クリニックというものを非常に力を入れて設置をし

たいと考えております。リーガル・クリニックには民事，家事，刑事，労働，知

財，外国人，ジェンダー，憲法，こういうようなクリニックを開設したいと思っ

ております。

それから，エクスターン・シップで法律事務所，あるいは官公庁，国連機関，

企業法務，こういうところに学生を出したいと思っておりまして，３年次のある

曜日に限って，エクスターンで出ていく，あるいは夏休みや春休みの例えば２週

， 。間くらい毎日そういうところに行って単位を取る こういう形を考えております

もう一つは，海外協定校との間で交換留学を考えておりまして，アメリカのロ

ースクールとの間でＬＬＭのコースへ学生を派遣する協定を持っておりますの
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で，これを活用して学生を海外に送る。海外からも逆に交換で早稲田へ外国人学

生が参りますので，そのための英語で日本法を講義するクラスを用意するという

ことを考えております。

選択科目につきましては，それぞれ担当の先生方が，この科目についてはペー

パーオプションであるということをあらかじめ学生に示しまして，リサーチペー

パーを書いた場合は，更に２単位追加で認めるということを考えております。

成績評価でございますけれども，１年次については学年制の導入を検討してお

ります。すなわち，１年次の学年末に進級試験を行いまして，この試験に合格し

なかった学生については，不合格科目につき再度履修をさせる，というのは，１

年次の科目を取らないで２年次の科目を取ることが認められるだろうかと，例え

ば，刑事訴訟法を落としながら２年次の刑事法総合を履修する，これはまずいの

ではないかという意見が強くございまして，１年から２年に上がるところだけ，

学年制を入れようということを，現在，検討しているわけでございます。成績評

価は，現在学部の方で，必修科目，例えば民法ですとか，そういう科目につきま

しては，大体３・３・２という割合で点数を付けるという了解がございまして，

そういった形をもう少し厳格にした相対評価を導入したいと考えている次第で

す。

【浦川教授】今の３・３・２というのは，優が３０パーセント，良が３０パーセ

ント，可が２０パーセント，不可が２０パーセント，これは大体ガイドラインで

ありますが，これが絶対というわけではありません。もう少しきめの細かいもの

を法科大学院では考えなくていけない。いずれにしても相対評価を導入しようと

いうのは，我々の考え方です。

５番目に新司法試験に対する意見・提言ということで，提言というのは生意気

でできるはずがないですが，今まで笠井先生，小幡先生，本間先生がおっしゃら

れたことは，私ども早稲田大学としても全く同感でございます。ここにいくつか

ポイントを書いておきましたが，ともかく，私どもの場合，先ほど言いましたよ

うに未修者が中心であるということでありますので，未修者中心の法科大学院が

あるということを，特にお考えいただきたい。つまり，思索能力がなければしよ

うがないのですが，思索能力，あるいは法的思考能力は十分つけるつもりであり

ますが，あまり微に入り，細をうがつような問題は望ましくないのではないかと

いうことを書いておりまして，法科大学院におけるいわゆるプロセスとしての学

修の成果を問う試験であってほしいと願っております。これは点としての司法試

験からプロセスとしての法曹養成というのが，正に司法制度改革あるいは中教審

答申にもありましたが，私どもはそのことを忠実に履行するつもりですので，プ

ロセスとしての学修の達成度を問う試験としていただきたい。具体的に申します

と，試験の内容については，法律学を長期間勉強した者にとって有利になるよう

な法律条文の細部の解釈にわたるような問題，あるいは暗記力に頼るような問題

はぜひ避けていただきたい。そして，今，申し上げましたように，いわゆる未修

者にとって不利にならないように，法律制度の根幹を問う問題であるとか，体系
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的理解力を問う問題であるとか，あるいは法的な思考力の有無を問うような問題

をぜひ作成し，出題していただきたいというふうに願っております。私どもの説

明は以上でございます。

【釜田委員】ありがとうございました。それでは，ただ今，頂だいいたしました

４大学からの御説明を踏まえまして，各委員の方から御質問を頂だいしたいと思

います。

【鈴木委員】厳格な成績評価ということで，いろいろ工夫をされているというこ

とは良く分かりました。従前の大学の評価がどういう仕組みなのか分からないの

ですが，今のお話では，早稲田大学では相対評価ということでしたが，京大，上

智は基準は設けるということで，例えば，京大の場合，何点から何点までという

やり方ですと，どちらかというと絶対評価的なんでしょうか。

【笠井教授】まず，京大は学生に対して素点を付けて提示しております。例えば

８０点とか７８点とか８２点とか７５点とか６０点とかいろいろありますけれど

も，そういう素点を付けて提示しておりまして，それは基本的には法科大学院で

も維持することになろうかというのがこのぺーパーで，ＡからＦというのは，あ

る種の目安みたいなものです。現在の学部成績の付け方というのは，８０点以上

は大体何割くらいという基準は一応ございますけれども，他に関してはあまり基

準がないのです。これ以上は落とさないようにしようとか，これ以上落とそうと

いうのもないわけです。そういう意味では，京大の場合，かなり絶対評価に近い

ところがあるのかなと。いわゆる優という８０点以上のものを付ける数はあまり

インフレになってもいけないし，あまり科目によって少なすぎるというのも公平

さを欠くということで，大体このぐらいという申し合わせはあるのですけれど，

今まで各教官に任されているところが結構多ございまして，それを今後，法科大

学院でどの程度，どうしていくかということを十分に検討しなければならないと

ころであります。そういったところもやはり公平を図っていくことは考えていく

べきだということで，そういった趣旨も含めた意味でＡからＦみたいなある程度

の目安も，考えながらやっていこうということです。

【滝澤教授】上智大学は２年ほど前から，教授会の内部で申し合わせ事項という

ものを作りまして，３・３・２とかいうのではなくて１割から３割の間とかそう

いうことで幅をもたせましたが，相対評価を採用しています。そして上智の場合

， ， ，は３段階でなく４段階 ＡＢＣＤまでが合格 それと不合格ということですので

もう少しきめ細かい評価になっておりますが，全学的に４段階評価に切り替わっ

たときに，法学部としては，幅はありますけれどもこの範囲内で相対評価で付け

ましょうということに決めました。もちろん少人数の演習みたいなものは除きま

すけれども，ある程度の人数以上の講義の場合には，科目による差別をなくすと

いうことでやったわけです。この改革をそもそも行ったのは，基本的には法科大
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学院ができた場合に，法科大学院に入るためにＧＰＡというもので学部成績を客

観化しようということになり，そしてその準備作業として学部の成績評価の平準

化を考えました。基本的にはそういうことで，すでに今まで学部についてはそう

いう形で評価しておりますので，同じような方式を法科大学院においても採用し

ようということです。すでに経験がありますので，それを法科大学院でも同じよ

うに適用することを考えております。

【鈴木委員】相対評価がいいか，絶対評価がいいか，私もよく分からないところ

がありますが，少なくとも新潟大学から御指摘のありました，同じ科目を複数の

人が教えるという場合の公平化という意味では，基準があった方がいいんじゃな

いかという気がします。そういう面で，新潟大学の評価というのは複数の人が見

ると，絶対評価でもいいのかもしれませんが，どちらかと言えば相対評価的な考

え方でしょうか。

【本間教授】その問題は非常に重要な問題でして，今，検討中でございまして，

， ， ，明確にこうだとお答えできる段階ではないのですが ただ 少なくとも私どもは

学部では既にＧＰＡ制度を導入しておりますし，ただ，評価基準ですが，これに

関しまして明確なコンセンサスがあるというわけではございません。現在，法科

大学院の成績評価につきましてコンセンサスをとるということを検討していると

ころです。ただ，先ほど御指摘の複数の教員で問題作成する，あるいは複数の教

員で採点するというのは，現在も，恐らく法学部の制度の中では，やっていると

ころは少ないと思います。ただ，そういうようなものをやらない限り，特に私ど

もは少人数ですけれども，クラスがマックスで４クラスぐらいになりましたとき

に，クラスごとに評価に差があるというのはできるだけ避けたいという趣旨で，

， ，こういった方法を採れば 較差が是正できるかどうかは明らかではありませんが

そういう方向で考えております。

【浦川教授】若干補充をしておきますと，早稲田大学は学部で３・３・２・２と

言ったのですが，これは決して相対評価が行われているというのではなくて，む

しろ行われなさすぎたので，少し調整しようという形で，ここ５，６年進めてき

たわけです。特に，いわゆる必修科目について，教授会で，先生方の採点した結

果の統計を見せまして，各先生方は，大体自分がどうかというのは分かりますの

で，それで，学部の方では，３・３・２・２という，このガイドラインぐらいで

納まるようにしてもらいたいという，少し緩やかな形のガイドラインで，できる

だけそういう方に導こうとして来ているというのが実態であります。少しずつ，

そういう方向にはなっておりまして，あまり極端な採点というのはなくなってき

ているというのが実態です。これは学部です。法科大学院の場合には，特に進級

制を採った場合，同一科目を複数の教室でやったというときに，あまりばらつき

があると問題であるわけで，一般に集団は均一であるということを考えたときに

は，やはり，今言った相対評価でやるというのが不公平でないということで，学
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生も納得するであろうと，私どもは考えておりまして，したがって，できる限り

相対評価を導入しようというふうに考えております。

【宮川委員】不可は絶対評価なのでしょうか。さっき聞きそびれたのですが。

【浦川教授】現在の学部のガイドラインは，３・３・２・２ということで不可も

相対評価となっております。

【宮川委員】そうすると，不可は２０％は必ず出るということですか。

【浦川教授】絶対というわけではなくて，このくらいがなるでしょうということ

ですね。別に絶対付けなさいというわけではなく，一応，大体そういう方向でや

るのが望ましいだろうというガイドラインです。

【宮川委員】今の仕組みですと，例えば，民法Ⅰで不可をとる人が２０パーセン

トはそのクラスの中で出てくるというわけですか。

【浦川教授】いや，法科大学院の場合，絶対評価の方が良いと考えております。

【宮川委員】その人はもう１回，履修するということになるのですか。

【浦川教授】その場合，京都大学でお示しになったように，１科目でも落ちたら

進級できないというのではなくて，当然，いくつ落とせばという話にはなると思

います。

学部の場合は，進級制を採っておらず，単位制ですから全くその点は卒業とは

掛かってきません。

【笠井教授】京都大も１科目でも落としたら進級できないというのは，未修者が

３年次に基礎科目を取ってない科目があるというときだけで，その他は，数科目

落としても進級はできるという制度になっております。

それからこれは私の個人的な考えですが，不可というかＦにつきましては，私

はかなり絶対評価的な感覚の方がむしろ大学の教員の感覚としては必要なんじゃ

ないかなというふうに感じております。これは他の先生方が共有されているかは

分かりません。

【小津委員】早稲田大学さんにお伺いしたいのですが，未修者にとって不利にな

らないようにという点なんですけれども，司法試験の在り方として，暗記力に頼

る問題をどう考えるかというのは，独立の問題としてあると思いますけれども，

２割ないし３割を一応法学既修者として想定をしておられるわけですが，それは

法学部を出た人がこれだけであるということとはもちろんイコールではないわけ
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ですね。

それで，法学既修者認定を受けない者で，なおかつ法学部を出た者がどれくら

いと想定をしておられるのかということと，未修者にとって不利にならないよう

にという意味がもう少しどういうことだろうかという２点についてお伺いしたい

と思います。

【浦川教授】それについて申し上げますと，別にこれは特異な問題ではなくて，

つまり法律というのは，例えば，この判例を知っていれば答えられるとか，この

条文の特殊な解釈を知っていればなんとか答えられるとか，そういうものは作れ

ないことはないわけですが，そういうような問題は望ましくないというのは既に

言われていることで，私どもの場合，特に大きな母集団は未修者で，未修者とい

うのは，本来的に予定しているのは，社会人で入ってきて，場合によると法学部

の経験が全くない人達で入ってきて，３年間やって卒業していく。こういう人達

， ， ，も そこでちゃんと学修して 今言ったカリキュラムをこなしていれば受かると

これはすべてが受かるのではなくて，その中でやっぱり，ある程度選別されるの

はやむを得ないと思いますけれども，特殊な勉強をしなければ，あと１年間，机

にかじりついて，条文を全部覚えなくてはいけないという形にならないような試

験をお願いしたいと思っているわけです。

それから，早稲田大学の場合に法学部卒業者をあえて未修者にしたいと願って

いるわけではないので，ただ，当初の司法制度改革審議会や中教審の理念という

のは，逆に，法学部卒業者ではあるが既修者ではないと，つまりそれは何かと言

うと，法科大学院としての一つの理念でカリキュラムを構成して，そこの１年次

に配当される基本的な法律科目を十分に理解しているという能力，達成されてい

る能力を測れということでありますから，私どもは形式的に法学部を卒業したか

らといって，既修者になれるというふうには学生たちには言っていませんし，だ

から要するに，法科大学院の１年次の教育の進級試験に受かるくらいの能力はな

くてはいけないだろうと思っているわけで，私どもはそういうようなつもりで考

えているということでございます。

【小津委員】私の申し上げたかったのは，当然，法学未修者として入ってきて本

来予定されている３年間の期間を法科大学院できちんとやった者がきちんと合格

， 。できるような司法試験にするべきだと それについては私も全く賛成であります

ただ，そのことは，それぞれの法科大学院における未修者の割合が７割であって

も，２割であっても同じことであろうと思いますので，つまり未修者が多い法科

， ，大学院があるということで そういうふうに考えるべきだという御趣旨であれば

それは少し違うような感じがしたものですから，あえてお聞きしたのです。

【浦川教授】若干そういうことで誤解があれば，私どもは訂正いたします。

【中川委員】教科内容の特徴ということなのですが，伺ってますと，かなりバラ
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。 ， ，エティーがありますよね 例えば 京都大学の場合は非常に総花的と言いますか

フル規格装備であると，新潟大学の場合は地域性というのをおっしゃいまして，

ですから地域密着型の法曹を目指している，上智の場合は国際性あるいは環境に

詳しい法曹，早稲田の場合は，特にワークショップということをおっしゃって，

だから３年次辺りでもう自分の行く進路を大体見定めて，それに見合ったカリキ

ュラムを提供すると。これは大変結構なことだと思うのですけれど，試験をする

側から見ますと，特徴があればあるほどやりにくいということになるような気が

するのです。そうすると，結局，その特徴みたいなものを除けてしまって，もっ

と根幹にある部分だけの能力なり，あるいは履修内容をテストしていくというこ

とでいいのか，あるいはやっぱりそれだけの教育をされているわけだから，特徴

は特徴としてどれだけの能力を身につけたかをテストしなければいけないという

考えにするのか，これは大変悩ましいなと，お話を聞きながら思ったんです。だ

けど，これは概念的にそんなことを言ったって仕方がないので，その特殊性・特

徴というものはどの程度の比重でお考えになっているのか教えていただければあ

りがたいなと思います。

【小幡教授】法律基本科目の必修単位数で考えますと，私どもの方では，法律の

基本科目として，公法，民事法，刑事法で６０単位ございます，９３の中に。そ

れから，更に実務基礎科目という必修，すなわちどこでも必ずあるというのが７

単位ぐらいございまして，つまり６７単位というのは，どこの法科大学院でも必

ずこれは法科大学院修了には必須であるという部分で，一番中核に置かれている

わけでございます。それ以外にも選択必修の実務科目で模擬裁判などは絶対置か

なければならないということで，また４単位ほどございますので，特徴を出す部

分というのは単位数的に言うと限られたものになります。これは，どの法科大学

院でも多分同じ状況ではないかと思います。その中で，それぞれの法科大学院は

特徴を出そうとしているのですから，できましたらそれについては，例えば選択

科目で試験をしていただくチャンスが与えられれば望ましいと思います。

【浅古教授】席上配布資料の早稲田の表紙から９枚目の所を御覧いただきたいの

ですが，そこに修了必要単位というのを書いてございますが，そこの法情報検索

とか法律基本科目とか，そこに数字が書いてありますのは，モデル案で示された

単位数でございます。その右側にありますのが，早稲田で考えている単位数，選

択必修もございます。そうしますと，７０単位，あるいはモデルでは６８単位，

これは大体決まっておりまして，どこの大学でも法科大学院に共通な科目をここ

に置くということになります。要卒単位の９３単位，あるいは早稲田の場合は９

６単位を考えておりますので，この９６から７０をとると２６単位，この２６単

位のなかで，それぞれの法科大学院がどういう教育をするか，その理念を示すと

いうことになろうかと思います。

【浦川教授】したがって，先ほどの特色はどの程度重きを置いているのかという
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と，正に特色は本腰を入れてやっているのですが，ただ，今，言ったように，だ

からといってこの法科大学院の基本的な部分が各大学でバラバラになっていると

いうわけではない。非常に根幹のところは，大体，科目的にも同じようになって

， ， ，いるし それからシラバスもいろいろ特色はあって書いていますけれども 当然

法律の専門家がこれは最低必要だろうというふうににらんで書いているわけです

から，認可される大学で達成度が著しく違うということはないだろうと私は確信

しております。

【宮川委員】今の点に関連してなんですが，民法だけを今，話をお聞きしながら

４校を比較してみたのですが，早稲田の場合は契約，担保，不法行為に重点が置

かれているかと思います。しかし，親族相続，家族法の部分については民法Ⅰの

中に組み入れられて，家族法関係の授業は４回だけに限定されているということ

ですね。ところが，他の大学では家族法については２単位考えているという，そ

ういう違いがありますよね。不法行為については，他の大学はそんなに大きな時

間数が費やされていないが，早稲田については２単位，不法行為だけで考えられ

ているということで，同じ民法でも，重点の置き所がかなり違うかと思います。

その場合に，例えば，家族法についてかなり突っ込んだ問題を作りますと，４

回の授業だけしか受けていない方々はギブアップしてしまうのではないかなと感

じるし，他方，不法行為法についてかなり突っ込んだ問題を作ると，早稲田の方

々は有利になるということになるのではないかと。同じ基礎科目である民法でも

重点の置き所は違う。問題の作り方は難しいと感じました。

【浦川教授】専門の磯村委員もいらっしゃいますし，笠井先生もいらっしゃいま

すが，私どもが考えたのは，どういうことかというと，民法Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳとい

うことで割ったのは，やり方を従来どおりパンデクテンと言いますか，民法の編

別でやっていくというと親族相続という形のものも入ってくるわけですが，そう

すると，ほぼ１年の中で，学生に消化させるだけのことができるのかというとそ

れは難しいと，考えました。

しかし，今言ったように，１編から５編に至るまでの民法を全部一通り理解さ

せなければいけないということの中で，大体，そのボリューム，あるいは，今の

現実の軽重を計ってこういうふうな再編をしたというところでありまして，教え

る内容は，大体，民法の我々が今，標準型で使っている教科書の知識はこの民法

ⅠからⅣの所で教育をしたいと考えております。ただ，私どもは若干，家族法に

ついては先生がおっしゃられたように不安もありますし，自分は実はここが弱い

んだという者もいると思うので，民事系の中に家族法特殊講義などというのを入

れて補強することを考えていて，つまり，自分で考えていて弱いと思えば，少し

補強のところを取ってもらおうかというふうに考えております。

ですからⅠからⅣのところでやって，家族法が独立していない，あるいは家族

法の時間数が少ないから，したがって，これはいわゆる現在の民法の家族法の知

識は全く身につかないで終わるというふうには考えていない。むしろ，自習を含
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めた知識の修得度を教室で試そうというのが法科大学院システムの在り方でもあ

るだろうと私どもは思っていますので，そこのところはしっかり確認させようと

は思っております。

【柏木委員】今日，お話を聞いて，未修者枠が非常に多い学校が多いので，感激

したのですが。未修者というのは，他に法律を勉強していないというだけではな

くて，理科系を勉強したとか，文学を勉強したとかそういう人たちが来るわけで

すね。それは多分，法曹になった時に非常にいい法曹になるポテンシャリティー

を持っているだろうと，そこで，矛盾が出てくるのですが，司法試験でそういう

ものが測れるかということなんですね。少なくとも従来のような司法試験をやっ

たのでは，そういうポテンシャリティーを測り得ないだろうという気がします。

そうしますと，ごく単純に考えれば，早稲田大学や新潟大学，上智大学の未修者

枠を広げるというのは非常にいいアイデアで理想に近いのですけれども，逆に言

えば司法試験の合格者数を減らしてしまうのではないか，下手に司法試験を作る

と，そういうおそれが多分あるだろうと思います。そうすると，我々が考えなけ

ればいけない難しい問題というのは，新司法試験を，どうやってそのポテンシャ

リティーを救えるような試験にするかということになります。ところが，非法律

科目の試験はやらないわけです。やらないで，そのポテンシャリティーを測ると

いうのは，ほとんど不可能に近い。一つのアイデアというのは合格のレベルを下

げることだと思います。そういうポテンシャリティーというのは，プロセスでい

ろいろ訓練しているという前提です。一応，認定を受けたロースクールなのだか

らそのプロセスは十分に教育ができているはずです。だから，卒業者の大半が合

格するように新司法試験を設計することによって，ポテンシャリティーのある人

で，かつミニマムのスキルを持っている人を合格させるという，こういう結論に

なるのかなという気がしているのですけれども。そうしますと，今までのような

セレクティブな試験ではなくて，本当に基礎的なスキルなり，知識なりを持って

いるかと，これを見る試験になるということかなという気がしているのですが，

いかがですか。

【笠井教授】私が，その合格率の高いものに設定していただきたいということを

申し上げて，ただ一方で内容的にはある程度，応用力もきちんと見ていただきた

いというふうに申し上げて，その２つが自分でも矛盾を起こさないかなというこ

とは，多少考えているところではございますけれども，各法科大学院で法曹を養

成するのにふさわしい授業をして，修了認定を適正にやっていくのであれば，必

ずしも矛盾しないと思われます。こういう人には法曹になってほしくないという

人は落とさないと仕方がないと思うのですけれども，各法科大学院がその教育プ

ロセスの中で学生の能力を高め，かつ，見極めることが最初にあり，それを新司

法試験がチェックするということだと思います。こういう法的問題が生じたとき

にはこういう発想をちゃんとできているなというような最低限のレベルというの

は，やはりあると思いまして，法科大学院できちんと法律を勉強して，これから
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法曹になっていく素養があると認められるというレベルがあります。そういうレ

ベルを，どこに設定するかは難しいところであると思いますが，上智大学からお

話がありましたように，非常に細かいところを突くというよりも，むしろ応用力

というか潜在的な能力を測っていただいて，そういうものがうかがわれないとい

う人については落とすのも仕方がないと思います。そういう意味で，内容と合格

者数というものを考えていただきたいという趣旨でございます。

【小津委員】柏木先生がおっしゃられたのは，非常に重要でなおかつ非常に難し

い問題だと思います。いくら工夫をしても司法試験では測りがたいすばらしい能

力があるということはそのとおりで，他方でそういう法律の分野以外についての

特段の学習や経験はなくて，いわば法律ばかりやってきて，そして法科大学院を

出てという人を想定した場合に，その人にバーを下げてしまうと，法律ばかりや

， ，っていてそれ以外ができない人を通してしまうということになるわけで そこで

非常に難しいのですけれども，法科大学院の側でそういう法律ばかりやってきた

人にも必ず，法律以外のプラスアルファーのところを学ばせる，なおかつ，それ

はいくら選択科目を増やしてみても，その司法試験の選択科目にならないという

のを学ばせるための工夫と言いますか，そういうことがおよそあり得るのかどう

かということについて，何かお考えがあれば。とても難しいことを言っているの

は承知しているのですが。

【浦川教授】それは，要するに，法科大学院の設置基準で９３単位という問題が

あって，全体の制度設計の中で法律科目以外の教養科目みたいなものが，学部と

違って全く組み入れらておりません。若干，隣接科目というものはあり得るわけ

ですけれども。

それで，もう一つ，私ども，未修者が多いというのは，ある種のチャレンジを

やろうとしていることは間違いありません。それはなぜかと言うと，ある意味で

アメリカやドイツの法曹試験のように，ある所まで取れればそこから先は資格を

与えるという形になっててくれれば，私どもはある程度安心して，ここが達成度

ですと言えるのですね。ところが，日本の場合は，御存知のように制度的に３，

０００人という枠が最大でも用意されているわけで，そうすると，認可される法

科大学院がどのくらいの総定員になるかによって，結局，相対試験になってしま

うんですね。結局学生は，３，０００番の中に入らなければならないわけです。

そうすると，場合によっては，非常に受験人数が多いことになり，今の司法試験

がそうなのですけれど，結局，ものすごい競争の中に突入させられてしまう。で

すから，この３，０００人という枠の中でどうするのかという非常に難しい問題

で，結局は，当初は認可される数がどのくらいかというのが，非常に大きな分か

れ目だろうと私は思っております。ただ，問題は，絶対化すればいいのかという

けれども，これは夢で現実にはできない，司法研修所を残すという制度設計にな

っているわけです。３，０００人という時に，今度はそこで制度設計として，新

司法試験を考えなくてはならないのかもしれないですね。つまり，最高３，００
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０人という定員の中で，法科大学院のキャパシティの中から３，０００人を選ぶ

というときに，あまり法律だけをやっている頭の固い人間じゃなくてもいいとい

う方法，あるいは，非常に抽象的なことなのですけれども，あまり重箱の隅をつ

つくような問題ではなくて，その制度あるいは法体系の中心を問うような問題を

出していただけないかと。法科大学院を修了した学生にそれがないというのは法

， ， ，科大学院の役割の放棄ですから 例え 全く素人の法科大学院生が入ってきても

ここは達成させなくてはいけないと思って，先ほど浅古副委員長からも話があっ

たのですが，我々はチューターをつけても，何とかそこまでは達成させようとい

うふうに思っております。それが何であるかというのは，非常に抽象的な言い方

ですけれども，コアになるところを問う問題である限りにおいては，これはでき

ない方が悪いというふうに言えるのではないかと，そういうことを考える以外な

いんだろう思っております。

【 】 ， ，中川委員 だから柏木委員が言われましたように プラスアルファーというか

未修者の持っている良きものをテストするというのは，私も不可能だと思うんで

す。むしろ，それは法曹になってから実務の世界で発揮していただく能力であり

まして，試験はあくまでも法曹としての適格性を問う試験ですから，それ以上の

ものを付加してテストする方が無理だと思うんです。だから，そういうことにな

りますと，浦川先生が言われたようなことかなと。ただ，それは何を意味するか

と言うと，結局は大学間競争なんですね。いくら試験のバーを高くしようが低く

しようが，受かる比率の高いところと低いところが当然出てくるはずですから，

それは大学間の競争として割り切るということになるわけですよね。そういう理

解をせざるを得ないと思うのですけれども。

【笠井教授】私が申し上げた合格率といった問題は，浦川先生がおっしゃったよ

うに法科大学院の学生数や卒業者数との関係で流動的にならざるを得ないところ

もあります。ただ，この辺り，ここで申し上げるべきことではないかもしれませ

んが，法科大学院制度の設計の仕方が適切なものであることを期待して，申し上

げたことだと御理解いただければと存じます。

【宮川委員】さっき３，０００人という枠があるというお話でしたが，そういう

， ， ， ，説もありますけれども ３ ０００人は枠ではない 上限ではないという考えで

将来３，０００人を超えるような合格者が現れてきた場合には，それに対応でき

るような修習システムをこれから考えていこうと，ともかく努力して作りあげて

いこうという方向だと思います。

【浦川教授】ぜひそうしていただくと我々も少し安心します。

【宮川委員】ただ，アメリカのように，例えば換算点で１，０００点満点中，６

６０点以上はみんな合格させ，後は市場に任せると，こういう考え方を我が国で
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も採れるかどうかということがあると思います。その後に司法修習制度もありま

すから，それとの有機的連携ということも司法試験法にはありますので，やはり

修習に耐えられるレベルも必要ではないかと。司法試験は法曹に必要な能力の中

のごく限られた一部分だけしか試すことができないものだと思いますが，その限

りにおいても，どの程度のレベルを我々は求めるのかというのは，非常に難しい

ことかと思います。あまり高くないラインを設定し，それ以上取ったものは全部

合格させていくというようなシステムを我が国で採れるかというと，そこまでは

なかなか踏み込めないのでしょうか。

【小幡教授】そこはぜひ。法科大学院がどのくらい設置されるかにもよってくる

， 。かと思いますが そういう観点も加えて制度設計をしていただきたいと思います

もう一点，未修者の話がございましたけれども，初めから課題として，３年なり

４年なり法学部でやってきた学生と比べて１年間で集中的にその部分を修得させ

るというのは非常に難しいことであろうということは抽象的には良く分かるので

すが，ただ，私どもも，５０人という人数を見ますと，ある程度，可能ではない

かという気がします。やはり５０人ということになりますと，１人１人の学生に

ついてどのぐらいその人が理解しているかということを，ある程度教員の方が見

ながら，宿題や特別課題も含めて対応できるのではないかと思いまして，そうす

ると，１年で何とかキャッチアップは可能ではないかと。

それからもう一つ，先ほど法学部から行った人は，カリキュラム上，他の分野

の勉強ができないということがございましたけれども，未修者の学生たちが２年

に上がったときに，１学年１００人になりますが，そのときに，未修者から上が

った学生のクラスと既修者のクラスというふうに，むしろ分けないで，そこは混

ぜてしまった方が良いのではないかと考えておりまして，そうすることによって

法学部以外から来た学生，技術系もいらっしゃると思いますし，いろいろな専門

を持った方もいらっしゃるので，そういう学生といわゆる法学部から行った学生

というのが一緒のクラスになることによって，お互いにいろいろ刺激はあり得る

のではないかと考えております。

【浦川教授】私どもは未修者を多くするということで，当然，不安はありますけ

れども，ただ，今，先生がおっしゃったように少人数クラスで十分教えるという

ことと，もう一つは我々の共通の認識なのですが，法律学というのは，いわゆる

大人の学問と言いますか，社会のことを対象としているわけで，未成年に教えよ

うと思ってもなかなか難しいわけです。債権と言っても，そのこと自体が非常に

抽象的な話で，ところが，これが社会人，あるいは４年間大学に行っていると，

２２歳以上になってくると，これは急速に社会のことが見てきますから，債権が

何であるかとか，担保制度というものはどういうものだとか，抵当権というもの

が，具体的には知らなくてもおおよその制度というものはこういうものなのだと

いう認識とかは持っているわけで，それを前提に教育しようというのと，全く机

， ，上で教えているという今のレベルとでは 違うのではないかと思っておりまして
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我々は一つはそこにかけてみたいと思っているわけです。

したがって，１年間の達成度というのは，今の１年間とは違うだろうと，しか

も従来のように教場で教えるということだけが授業であるということではなく，

我々の場合には，説明会でも言っておりますけれども，１年の時は死ぬほど勉強

してもらうということを常に言って，それに耐えるだけの体力と根性がない限り

無理であろうということを常に，他の大学もそうおっしゃっていると思うのです

が，学生たちに説明会で言っております。学生にはそれについて来てもらうとい

うことを考えて，何とか１年でキャッチアップできると私どもは思っているわけ

です。

【磯村委員】私自身が大学の関係者なのでここでお聞きするのはどうかと思いま

すが，今の未修者の問題を議論する前提として，特に留意する必要があるのは，

未修者イコール他学部出身者ではないという点ですね。とりわけ，入学試験の段

階では未修者・既修者を区別しない大学，あるいは上智大学のように未修者枠と

既修者枠の併願を認めるという方式を採るというときには，限りなく法学既修者

に近い法学部卒の法学未修者というのが，かなりの割合を占めることになる可能

性があるのではないかと思われます。その場合に，法学を学んでいない純粋未修

者と法学既修者型により近い未修者を同じクラスで教えることの教育上の問題

を，どのように考えておられるか，それから，入学試験に際して，他学部出身者

及び社会人を受け入れるための積極的な方策をどのように考えておられるかをお

伺いしたいと思います。

【浦川教授】未修者としては，今私どもに問い合わせが多いのは若い社会人なん

ですね。そういう人たちに是非とも来ていただきたいと思っておりますし，磯村

委員がおっしゃる制度的にそれをどう担保するか，つまり，いわゆる既修者型の

未修者をどうするかということは，我々，第一次試験では書類審査をやりますか

ら，書類をきちんと読むつもりでおります。開けてみたら，委員がおっしゃった

ように，早稲田の法学部の学生がみんな未修者として来ているではないかという

ようなことはにはならないだろうと考えております。

【滝澤教授】上智大学は５０，５０なんですけれども，未修者枠の中に併願を認

めますから，未修者枠が全員法学未修者とは限らないということは磯村委員のお

， ， ，っしゃるとおりなんですが 我々としては 学部でしっかり勉強していなければ

既修者のコースに入れないんだという形でむしろ積極的にとらえているのであり

まして，法学部を出たけれども，３年じっくりやって合格率を上げようというこ

とではなく，本当に学部でしっかり勉強していなければ，既修者というか短縮コ

ースに入れない，そういうような形でとらえております。

それから，法学部を出た者について，若干の科目については単位を取ったもの

と認定する替わりに，そういう余裕がある場合には，法学部卒業生には違った科

目を取らせてやることも考えておりますけれども，まだ決まっておりません。そ
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ういうような形で法学部を出た者には，３年コースに入った場合にも，もう少し

幅広い知識を身につけさせるカリキュラムも考えられると思います。

【小幡教授】いずれにしても，１００人中３０人は他学部，あるいは社会人卒と

いうのは決まっておりますので。

【磯村委員】努力目標ですよね。

【小幡教授】私どもはそうはとらえておりません。３年制コースは，５０人ござ

いますけれど，少なくとも３０人は必ず他学部，社会人になるでしょうし，残り

の２０人があるいはそういう学生が来るかもしれないという程度の話かと思いま

す。

【鈴木委員】今日のテーマではないかもしれませんが，今の問題と関連するもの

ですから現在の状況をお聞かせ願いたいのですが，今の法学部の３年生，４年生

辺りが法科大学院にどういう意識を持っているのしょうか。御存知のとおり，い

わゆる移行期間がございまして，今年の４年生辺りが一番微妙なのかもしれませ

んけれども，３年生でも法学部にいて法曹を狙う人は，来年法科大学院に行こう

という意識なのかどうか，日ごろの学生の感じはどうでしょうか。

【小幡教授】予備校が，今，３，４年生は現行司法試験がいいという宣伝をして

いるんです。ただ，うちの大学の学生などに聞きますと，本当は法科大学院に行

きたいと。ただ，法科大学院の入試というのは何かとても難しそうだとか，いろ

いろうわさも飛んでおりまして，本当のところはどちらが有利なのかということ

で，大変悩んでいるという状況です。少なくとも，我々のところは説明会を開い

たり，その後の質問に来る学生たちの状況を見ますと，法科大学院に行きたいと

いう学生はかなり多いし，しかも１，２年に下がってくればくるほど，このとこ

ろ大学の授業の出席率が非常に上がっておりまして，学部の学生が学部の授業を

今までと違って大変真剣になっております。これはいろいろな先生に聞いても，

みんなそのような傾向が見られると，いい意味での法科大学院効果ではないかと

私は思っておりますけれども。つまり，しっかり，学部の授業を取ってという意

識が，学生たちにも生まれてきているのかなと思います。

【笠井教授】京大もわりと同じような感覚を持っておりまして，３回生，４回生

を対象に履修指導の意味もあった説明会ですけれども，そこには，３００名くら

いは来たのではないかと思います。それに，私が民訴のゼミですから法曹関係を

目指す人が多いわけですけれども，ゼミ生としゃべっていても，３，４回生がか

なり関心を持っているなというふうには感じています。ただ，現行司法試験は受

けないのかと言いますと，場合によっては，法科大学院に在学している人が現行

司法試験を受けるといったことも，望ましいことではありませんが，ないわけで
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はないと思います。

【浦川教授】早稲田大学も全く同じで，特に４年生は渦中にいると思うのです。

現行の司法試験を受験している学生は，今，必死に受けているというところで，

短答がちょうど発表のところですから，法科大学院にするかどうかという動きが

大量に出てくるのは論文式試験が終わったころから，つまり，７月の終わりぐら

いではないかと思っております。つまり司法試験を受けたけれど駄目だったとい

う感じをもったときに，切実な問題になっていくだろうと思います。今のところ

は，学生も情報集めの段階ですし，大学の方としても出せる情報が，カリキュラ

ムも含めて，まだ先生方にお配りした資料よりも少ない情報しか開示できており

ませんから，そういう点から言うと，まだ彼ら自身が法科大学院がどういう内容

であるか具体的なイメージが分からない。僕ら自身も，本当に３，４年生で受か

りそうな学生には，今年，来年がチャンスだと言っています。したがって，これ

からだろうと思いますね。本当に，私自身も，個人的に聞かれてどうしたらいい

と言われてもどういうふうに答えて良いかわからないです。今，一番困ってはい

ます。

【宮川委員】現行司法試験の合格者の割合を，これから急速に減少させるという

アナウンスをすれば，非常に効果はあるんでしょうか。

【浦川教授】それは当然そういう方向になるでしょう。そうすると，多分さっき

言った古手の方が移動し始めるのではないですかね。我々にとってはあまり望ま

しくない。

【磯村委員】新司法試験については短答式試験と論文式試験が分かれており，短

答式試験については，むしろ現在のものよりももう少し基本的な知識を確認する

方向で考えるべきではないかという議論もあるかと思うのですが，そういう方向

と，先ほどの思考力を問うべきであるということとの関係について，もし何か御

意見がありましたら，各大学からそれぞれお伺いしたいと思うのですが。

【笠井教授】思考力は論文式で問えばよいと思っております。

【本間教授】私は先ほど申し上げたとおりなのですが，基本的に知識の確認も必

要でしょうけれども，知識を活かして活用する方法論，あるいはその活用の斬新

さみたいなものを測れるようなものもあればと考えております。

【磯村委員】それは短答式試験についてもということですか。

【本間教授】配分関係は特別な回答があるわけではございません。
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【小幡教授】短答式試験については，論文もいずれにせよ受けさせるということ

でございますので，私は基本的問題で是非お願いしたいと思います。

【浦川教授】わたしも先生と同じで，基本的な問題を問うような形で設計してい

ただいた方がいいというふうに思っております。

【釜田委員】よろしいでしょうか。長時間にわたりまして御協力いただきまして

ありがとうございました。これで法科大学院関係者からのヒアリングを終わらせ

ていただきます。どうも本日は，ありがとうございました。

(2) 庶務担当からの報告

【釜田委員】会議を再開させていただきます。協議事項に入ります前に２点だけ

庶務担当の方から御説明をしていただきたい点がございます。

一つは，在り方検討グループにおける論点整理案についてでございます。この

前の会合におきまして，いくつかの御指摘を賜りましたので，それを踏まえて庶

務担当の方で修正案を用意していただきました。

それから，もう１点は，この前の各グループとの意見交換の内容を踏まえての

説明でございます。

この二つにつきまして，説明をいただいた上で，御検討をいただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

（配布資料２について）

【横田人事課付】在り方検討グループの論点整理につきましては，前回会合にお

いて修正意見をいただきましたが，その後も若干の修正意見をいただきましたの

で，これらを踏まえて修正したものでございます。

【釜田委員】よろしいでしょうか （一同了承 。そうしましたら，これをもち。 ）

まして論点の整理をこのような形で確定し，公にするということにさせていただ

きます。

（配布資料３について）

【横田人事課付】前回の意見交換において，科目別ワーキンググループから，特

に在り方検討グループで優先的に検討してほしいと御意見があったものについて

論点整理から抽出してまとめさせていただきました。

【釜田委員】いかがでございましょうか。

【小津委員】これはもちろん，在り方検討グループにおいて検討する事項を限ろ

うとするものではないわけですね。
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【釜田委員】そうですね。

【宮川委員】この資料３は，在り方検討グループにおける論点の中で，まず，司

法試験の枠組みを決めるといった事項について検討していこうという，先にこう

いったことをまず議論していこうということなんでしょうか。

【釜田委員】そういうことです。

【 】 ， ， 。宮川委員 そうしたら これ自体は 公開しなくてもいいのかもしれませんね

【小津委員】そうですね。

【池上人事課長】意見交換会での概要を取りまとめて，在り方検討グループの委

員お手持ちの参考資料として整理してほしいという御指示がありましたので，整

理したものでございますし，内容は論点整理と重複しております。

【中川委員】私もそういう理解です。宮川委員が言われた，先に検討する事項を

整理した方がいいのではないかという話だったと思います。だからあえて論点整

理と別に公表する必要はないと思いますが。

【釜田委員】それでは，そういう扱いで。

(3) 協議

【釜田委員】本日の協議事項に入らせていただきます。まず最初に配布資料につ

きまして庶務担当から説明をお願いいたします。

（庶務担当から配布資料４から８について順次説明）

【釜田委員】ありがとうございました。

【中川委員】資料８の得点分布の目安は，割合と得点のどちらを優先するのか，

。 。見方がよく分からないのですが 一応の目安というのは何を言っているのですか

【池上人事課長】これは，割合の方が目安でございます。

【中川委員】割合の方が目安なんですか。

【池上人事課長】例えば，考査委員の先生に採点をお願いするのですが，１，０

００通ありますと３０点以上を付けるのは５０通程度，次の３００通程度に２５

から２９点，その次の４００通程度に２０から２４点，１９点以下は２５０通程
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度となりますが，ただこれは一応の目安でございます。

【中川委員】なるほど，１，０００人の人達を５，３０，４０，２５ぐらいで割

り振ってくださいということを意味しているわけですね。

【池上人事課長】はい。ただ，これはあくまでも一応の目安ですという申合せで

ございます。

【中川委員】目安だけど，その目安の割合をこれぐらいにしてくださいと，上の

方に意味があるわけですね，点数ではなくて。割り振った後点数を付けると言う

か，両方同時の作業にはなりますけれども，上の方を頭に入れて点数を付けてく

ださいと。

【宮川委員】今，論文式の合格率というのは何パーセントぐらいなんですか。

【池上人事課長】２０パーセント程度です。昨年は，論文式試験の受験者は６，

４００人強で，合格者が１，２００人弱でございますので，５分の１弱というこ

とになります。

【中川委員】これは実におもしろいと思いましたが，企業で業績評価とかをやる

と，大体これなんです，この数字なんです。年齢によって違いますけれども，こ

れは中堅社員の評価の数字とドンピシャリ一致するんですね。大体５パーセント

が非常に優れた人で，僕らは，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃという言い方をしていますが，Ｓ

というのはスーパーで，これは５です，その次が大体３０で，その次が４０で，

それから２５と。だから，これは人間社会の何か一つのランク付けに非常に合致

しているなと思って。

【磯村委員】複数の採点者間で，グループ全体の傾向はある程度一致するとして

も，個別の答案の評価のぶれというのは，どのくらいの幅があり得るのでしょう

か。私がドイツで以前に聞いた話なのですが，ドイツでは２人で同じ答案を採点

し，非常に高い点と非常に低い点が分かれるときがあって，一定数以上の幅があ

るときには２人で改めて調整し，そうでなければ単純に平均点で点数を付けるこ

とになっているようです。そういうケースというのは，今の客観化されている採

点状況の中ではあまり生じないということなのでしょうか。

【池上人事課長】実は，同じ答案を今も複数の試験委員で採点するというやり方

を採っておりまして，おおむね複数の採点は一致する傾向にございますが，採点

の結果にある程度の差がある場合というのもないわけではありません。

【釜田委員】さて，試験実施上の基本的な枠組みに関する事項について，在り方
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検討グループにおいて検討してほしいという御要望をいただいておりますので，

試験の実施時期，日程，時間割，科目間のバランス，出題のレベル等についてご

協議いただきたいと思います。これらはいずれも相互に関連しているところがあ

るわけでございますが，２番目の科目間のバランス辺りから御意見いただきまし

て，３番目の出題のレベル等の辺りを詰めれば，１番目の日程，時間割の辺りに

おのずからかかわってくるのではないかと思いますので，その順で協議して参り

ましょうか。

【磯村委員】選択科目の問題をどう扱うかということについては，時間割にもか

かわりますが，二つの相対立する考え方があり得て，例えば刑法，刑事訴訟法を

合わせて１科目でやるのに比べて，選択科目はそれより比率は軽いはずであると

いう考え方と，逆に，法律基本科目については，どこも共通にやるので，自分が

選択する科目については，多様性という観点から，それをむしろ重視して，他の

科目と同じ程度の比率とするという考え方があり得るということで，そこを議論

してはどうかと思うのですが。

【釜田委員】そうですね。具体的な問題を出していただきましたので，それにつ

きまして少し御意見をいただきましょうか。

【鈴木委員】短答式については，比率は別として科目間に差があってもいいとい

うのは，共通した認識だと思うのですけれども，論文については，分かれるので

はないかなと思います。

一つの考え方は，各科目の能力を見るというよりは，むしろ一般的な法的分析

力というものを，例えば，民事系なら民事系を通じて見るということであれば，

それぞれの時間は同じでいいのではないかということがあると思うのですが，一

方では，やはり法科大学院でのカリキュラムの中で占める割合も違う，法分野と

しても広いということになれば，当然それに応じた比率でしかるべきであると，

しかもそれを無視して同じ時間を当てると，どうしても勉強の仕方が，同じ配点

のものについて民事系はものすごく勉強しなければいけないと，他の科目は，少

しの時間だけれども同じ点が取れると，そうするとやはり問題が生じてくるので

はないかということがあって，それならばやはり配点を変えるべきではないかと

いうことにもなります。私としてはむしろ後者の点も考えなければいけないので

はないかと考えており，そういう意味で割合をどうするかというのは難しい問題

ですけれども，やはり，各科目の間に，論文式についても，その配点や時間に違

いがあってしかるべきではないかなという気がしております。

ただ，問題は割合をどうするかということで，実は，明確な基準がないもので

すから，各科目に含まれる基礎科目と言うのでしょうか，それの割合だとします

と，２，３，２ということなんですが，ただ，選択科目がそれでは１かというこ

とになると，ちょっと問題かなという気もしております。率については，留保さ

せていただきたいと思うのですが，やはり，ある程度，配点とか時間の違いがあ
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ってもいいのではないかという気がします。

【柏木委員】法科大学院を出たときに司法試験で何を測るかという問題がありま

す。前にも話に出たように基礎的な法的ものの考え方ができているかどうかとい

うことを中心とすべきだろうという気がするわけです。そうしたときには，基礎

科目，この中でも民事系がどうしても中心にならざるを得ないのではないかと考

えますので，三つのグループの中でも配点を変えるべきだと思います。

それから，選択科目の内容につきましては，非常に技術的な問題が多い。これ

は弁護士になってからでも十分キャッチアップができると思います。現場で問題

が出てきたときに必死になって調べれば大体解決がつく問題というと言い過ぎか

もしれませんが，そういう性質があります。

ただ，なにが問題点かを見分ける能力はなければならない。法科大学院では問

題の所在さえしっかり理解すれば，後は参考書を調べればなんとかなるというこ

とです。私は選択科目については，比重は刑事系，刑法，刑訴に比べて低くても

。 ， ， ，構わないのではないかと思います 非常に大ざっぱになりますけれども ３ ２

２という数字が出ましたけれども，それに対して１か１．５ぐらいで十分ではな

いかという気がします。

【中川委員】さっきの各大学の話を聞いていますと，大体９６単位に対して２０

， ，単位ぐらいと 大体２割ぐらいをお考えになっているようなニュアンスですよね

大学によって違うのかもしれませんけれど，選択というのは。そうしますと，今

の数字を割り振ると３，２，２，２でちょうど２割なんですね，そこら辺は数合

わせなんですが。

【宮川委員】ただ，その２０単位を，例えば，労働法なら労働法，知的財産なら

知的財産という選択科目に全部費やすわけではないですよね。

【中川委員】それは違いますよね，どの辺になるか分かりませんけれども。

【宮川委員】基礎科目を取ったり，クリニックを取ったり，いろいろな選択をす

るとは思うのですけれども。

【中川委員】それと，もう一つ，選択科目というのは，法科大学院の特徴とリン

クしているわけで，そこのところを，できるだけ特徴のある学校を作ってくださ

いと言っているわけだから，それはある程度評価するという考え方もないといけ

ないと思います。

【宮川委員】どのような科目を司法試験の選択科目とするかを考えるときに，そ

の科目に標準的な教科書があったり，ある程度学問として成熟しているというこ

とが大きなポイントになると思います。
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そうすると，選択科目と言っても限られてくると思うのです。法科大学院で，

いろいろな実験をして，新しい学問を開拓しようということが望まれているわけ

ですが，あまり選択科目を司法試験の試験科目として重いものとすると，司法試

験科目になった選択科目に法科大学院の教育が集中していくということがあるの

ではないか。私は選択科目はあまり重いものとしないで，２時間なら２時間の中

でその選択科目の基礎理論についての理解を中心として問うということでいいの

ではないかなと思います。選択科目については，基本３科目のように複雑な事例

を与えて，分析をさせて考えさせるということまでは必要ないと思います。

そういう観点で言うと，この前の科目別ワーキンググループから出た意見で，

２対１という意見がありましたが，いい線だなと思いますけれど。

【磯村委員】法科大学院ではいろいろな分野の勉強をさせて多様な人材を育てる

ということであるのに，しかし新司法試験では選択科目をあまり重視しないとい

うことになると，多くの法科大学院は新司法試験を意識するあまり，選択科目の

中でも実質的には法律基本科目を取り込んで，例えば消費者法という授業科目で

民法の契約法特論をやったりするのではないか，そういう懸念もあるのですが。

【宮川委員】ただ，そこは司法試験で誘導していこうということではないので，

それは第三者評価の役割だと思います。

【小津委員】いつまでに何を決めなければいけないかという関係で，例えば，基

本的なものの考え方として，科目によって配点が違ってもいいかどうかというこ

とについては，根本的な考え方であろうと思います。そこは割合に早く本当は結

論が出るべきで，一番難しいのは，選択科目でありまして，我々はまだ選択科目

がどのようなものになるか分からないでこの議論をしているというところが辛い

わけです。宮川委員がおっしゃられているように，選択科目というのは，あまり

重視すると結局法科大学院がみんなそればかりやってしまうのではないかという

懸念があると思いますし，いろいろな新しいものを工夫しておられる分野につい

ては選択科目の中のある部分を使ってやっていることかもしれません。そういう

意味では，姿の見えない選択科目の配点の問題などについて，明確な数字を今決

。 ，めるのは難しいという感じもしております 特に科目別の方々の作業をする上で

今我々がどの程度まで，この問題を決めなければいけないのかというのが。

【中川委員】幅広い法曹というイメージが大切ではないかと思いますけれども。

従来の法曹教育ではありませんよと，実務とできるだけ融合した知識を身につけ

た法曹を育てようということですよね。政策的には大いにそういう非法律的と言

うか，選択科目の特徴をどんどん出してくださいと言っているのに，試験の科目

を見たら純法律的なものばかりだったというのは何か，僕は合わない気がします

ね，比率のことは別として，ものの考え方としてですね，メッセージを試験の中

にも発していかないといけないような気がしますけれど。整合性と言いますか，
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何か合わないといけないと思いますが。

【磯村委員】かつて，教養科目が司法試験科目にあったときに，あまり重視され

ないというイメージで受験したという記憶があります。選択科目の比重を軽くし

てしまうと，結局新司法試験の論文式科目の中に選択科目を取り入れているとい

う意味が後退してしまって，法律基本科目勝負であるというイメージになるかな

という気もしますけれども。

どういう科目を選択科目に入れるかということに関係すると思うのですが，各

法科大学院がそれぞれの個性を打ち出してカリキュラムを編成するということで

あれば，新司法試験の選択科目についても選択の幅を広げていくべきではないか

と考えており，試験に出しやすい科目だけを選択科目にしてしまうと，結局，ほ

とんど定番的になってしまうおそれがあります。できるだけ広い選択の可能性を

認めた上で，場合によっては，選択科目について試験範囲に関するある種のガイ

ドラインのようなものを示す方が，あるべき方向ではないかという気がしている

のですが。

【小津委員】昔の選択科目と比べて広がるかどうかと問われれば，それよりはか

なり広がるだろうという前提で私も考えております。

その上で，なおかつ，各法科大学院が教えているものが全部並べられるかとい

うと，それも辛いのだろうなと。理想的には，幾つかがまとまって，どれをやっ

ていても少なくとも少しは役に立つというような，うまいくくり方ができて，そ

れが選択科目として構成されると一番いいと思っております。

【磯村委員】この前公法グループから指摘された問題で，なるほどと思ったので

すが，例えば，環境法は新しい分野として非常に重要だと思うのですが，仮に環

境法を選択科目にすると，公法系科目との関連性が強いことから，公法系科目を

得意とする人が環境法を選択すると有利になるかもしれないという問題がありま

す。同じことは刑事学と刑事系科目や破産法と民事系科目の関係についても当て

はまり，法律基本科目との距離の近さ，遠さというものも考える必要があるかも

しれません。

【柏木委員】具体的には難しいのですけれども，今各法科大学院が新しいことを

やろうとしているというムードに水を掛けてはいけないのだろうと思います。

ですから，小津委員がおっしゃられるように何でもかんでも全部はできないと

思いますけれども，やっぱりある程度のフレキシビリティーを残すような方向に

すべきなのだろうと思います。

ただ，それにしても，やっぱり配点としては，基礎科目と比べて，刑法，刑訴

が一つの試験であって，それと同じ時間を与えるべきかというと，私は与え過ぎ

かなという気がしますけど。
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【磯村委員】これは採点をどこまで数値化するかということと関連していて，私

は基本的に到達度を見るべきであるという考え方に傾いていますが，そうすると

選択科目についても，一定の到達度に達していれば合格させるという感覚なんで

すけれども，科目別ワーキンググループの御意見としては，やはり数値化は必要

であるという方向で議論がなされており，それを前提とすると，確かに選択科目

の配点が大きくなるのは，難しいという気はしますね。

【宮川委員】例えばですね，さっきの京都大学のカリキュラムの中でですね，選

択科目としていろいろな科目が挙がっているわけですが，こういう学生がいたと

します。自分は刑事法を極めたいということを考えて，刑法，刑事訴訟法だけで

はなくて，そのカリキュラムの中の経済刑法，あるいは刑事違法性論，刑事裁判

， ， ， ，判例研究 刑事手続法の現代的課題１ 刑事手続法の現代的課題２ 刑事制度論

こういったものを次々と選択していくという人がいるとします。その人も，司法

試験の受験のためには，もう一つ別の選択科目の勉強を，労働法だとか，知的財

産だとか環境法だとか，そういうことをやらざるを得ないですよね。そこを重い

ものにすると，自分が目指していたものを削らざるを得ないということになりま

すね。

， ， ，あるいは 基礎法学をもっと深く学んでいきたいということで 法思想史とか

法哲学だとか，法社会学とか，そういう分野の勉強を一生懸命やるという人達が

いるとしても，選択科目の試験が重いものであるとなると司法試験の中で選ばれ

た選択科目のどれかに相当なエネルギーを割かざるを得ないということになりま

すよね。そういう事態が望ましいことなのか。

【磯村委員】逆の見方もあり得ると思うのですが。仮に選択科目の幅を非常に広

げるということになると，自分の得意な領域に近いところで科目選択が可能とな

る。そうすると，例えば環境法と公法系科目が場合によってはオーバーラップす

る部分があってもそれでいい。刑事系が強い人は，刑事系の中から選択科目を選

ぶということで，自分の得意な分野を選択科目で選ばせる，そういう方向もあり

得るのではないでしょうか。

【宮川委員】さっきの私が言った，刑事法を極めたいという人の場合はどうなり

ますか，これはダブるものがないですよ。それから基礎法学を法科大学院の中で

追求してみたいという人達はどうなりますか。

【柏木委員】新潟大学のカリキュラムには，被害者学がありますよね。これを選

択科目に入れるかどうかというのは，一つの議論の対象になると，だから刑事系

でも選択科目の中に入るものがあり得るといふうに見てもいいのかなと思います

けど。

【宮川委員】そうすると選択科目の裾野が非常に広がって試験委員の確保等，司
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法試験を実施するという点では難しくなる。

【柏木委員】そうですね，それは，また，別の問題になるのですけれども，ただ

受験者の数は少ないから大きな問題にはならないかもしれません。

【小津委員】従来選択科目だったものでは刑事政策がありますから，刑事系で選

択科目が考えられないわけではもちろんありません。もう一つ，刑事政策とダブ

りますけれど，犯罪学という分野もある。

【鈴木委員】磯村委員が，以前，教養選択科目があったときはウェートが軽い気

がしていたと。私もそうだったのですけれでも，ただ実際に配点はそうでもなか

ったんですよね。ところが，どうしてみんな教養選択科目がウェートが低いとい

う意識でいたかが一つの問題だと思います。

【小津委員】教養選択科目が実際上軽視されたのは，むしろ，そんなに勉強しな

くとも，詰め込みでやればそこそこいけて，そのぐらいのレベルであったと私は

。 ，理解しています それ以外の科目はそんなに簡単にできるものではありませんで

ボリュームが少ないと言っても憲法だって根本的に大変ですし，だから教養選択

科目と言いながら，そんなに教養が深まるような勉強を求められるようなもので

もなかったと。実は教養選択科目を廃止したときの理由の一つがそうだったので

すけれども。

【釜田委員】選択科目を考えるときに，最初にここで検討しました新司法試験に

おいて選抜すべき法曹像との関係で，科目というものが幾つか浮かんでくるとい

うことはないのでしょうか。例えば外国法の知見などを審議会は指摘されていま

すが，国際性を問う科目のようなものはどうなんでしょうか。

【磯村委員】各法科大学院のカリキュラムで何をやるかということと，試験でそ

ういうものを問えるかどうかということが必ずしも一致しない可能性があり，例

えば英米法の試験を考えると，各法科大学院での英米法のイメージも違うという

難しさがあるかもしれません。

議論の全体の方向としては，点数の配分比率に差異を設けて，民事系は仮に３

として，後の科目が，２，２，１ないし１．５という方向で，議論が収れんする

ような気はしますけれども，いかがでしょうか。それに応じて，日程の問題や時

間配分も合わせて考えることができるのかなと思いますが。

【小津委員】細かい数字の問題はともかくとして，柏木委員のおっしゃられた，

， ，基本的なものの考え方は民事でいいのだということについては 刑事でもやはり

例えば，罪刑法定主義は何かということ，あるいは憲法では，憲法の基本的な部

分，これは絶対に分かっていてもらわないと困るなというものがあるかと思いま
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す。

【柏木委員】私の発言は民事にウェートを置き過ぎましたけれど，３，０，０に

しろというわけではございませんので。

【鈴木委員】比率だけで考えられるかどうかというところがあり，絶対的な時間

がどの程度確保できるかということもあります。論文式試験で，今後の問題は長

文形式が中心で，じっくり考えさせる問題になりますと，ある程度時間がなけれ

ばいけない。逆に，３，２，２，１だとして，１でもある程度時間が確保できる

ということであればいいのでしょうけれども，その比率でいって１がものすごく

小さくなってしまうということでは困ると思います。

【 】 ， ， ，小津委員 その通りだと思いますが ただ 時間と配点が絶対同じかというと

そうでもないかもしれないという気はします。

【中川委員】むしろ，どの科目を選択科目とするのかという問題の方が大きいの

ではないのですか。政策的に今，一番足らざるものは知財法だとか，外国法の知

識だとか，環境だとか，あるいは消費者保護だとか，そういうものを選択科目に

していこうではないかという考え方もあると思いますし，それから各大学でやっ

ているカリキュラムの中で共通性の高いものをいくつか選ぶとか，これは議論し

出したら切りがないから，どこかで何科目とかしなければ仕方がない問題だと思

うのですけれど。

【小津委員】具体的な作業としては，各法科大学院のカリキュラムが明らかにな

った段階で検討を行って，できるだけくっつければこうだということで議論する

と。

【磯村委員】これは，どこの場で決まるという話なんですか。

【池上人事課長】最終的には司法試験委員会の意見を聴いて法務大臣が省令で定

めることになりますが，それ以前にどこかで御検討いただくことができるかどう

かにつきましては，若干お時間をいただいて，今後，検討して参りたいと思って

おります。

【宮川委員】場合によったらこのグループに振られるかもしれないということで

すか。

ところで，次回の科目別ワーキンググループとの意見交換が６月に予定されて

いますが，それまでの間に，私どもの方で意見をまとめて示さなければいけない

ことがある。

科目別ワーキンググループの意見交換を受けてということで作られたペーパー
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の項目について，一つ一つ考え方を整理をして，合意できるものについては，ど

んどん片づけていったらどうでしょう。

試験の実施時期については，物理的に５月の連休明けでなければだめだという

ことで，これは議論としては片付いている。日程としては何日間ぐらいでどうい

う時間割でやるのか，これはカラーコピーの資料が出ていますが，３日案と４日

案。ただこれは，それぞれ何時間充てられているというのが分からないので，詰

めなければいけない。

【小津委員】これまでの御議論を伺っていて，皆さんの御意見が違ってないので

はないかと思いますのは，３日か４日というイメージかなと。全く違う考え方と

しては，一つの科目だけで３日間ぐらいでじっくりやるべきだという御意見も，

在り方の議論としてあると思いますが，これまではそういうことはなかったよう

に思います。仮に，その程度の幅で現段階で合意があるのであれば，科目別で試

験問題を考えるときに，恐らく３日案と４日案ではそんなに大きく違いはないの

ではないのかなという気もしますけれども，その点について在り方で議論があろ

うかと思います。

【釜田委員】いかがでしょうか。

【磯村委員】恐らく，２日は足りないでしょうし，５日では長すぎるということ

で，会場の確保等も考えるとこの３日ないし４日しかあり得ないという気はする

のですが。資料４のところで，新司法試験の実施時期についての制約条件①，②

ということで，５月スタートしかあり得ないという前提がとられています。法科

大学院の修了は確かに３月末日なんですが，現行短答式の場合でもそうですが，

修了見込みで受験させれば，手続そのものはもっと早くできるので，４月実施と

いうのもあり得るのではないでしょうか。

【池上人事課長】現行試験では，修了見込みで願書を２月に受け付けますけれど

も，３月に入っていずれかの時点で卒業，あるいは必要科目の単位の認定があっ

たということで書類を追完していただき，それを確認して受験票発送ということ

ですので，努力すれば数日ないし１０日程度は前倒しできるかもしれませんが，

実務的には，４月中に短答式，論文式を実施するのはなかなか厳しいものがある

という状況でございます。

【横田人事課付】新試験については，５年で３回という受験制限も掛かってまい

りますので，４月から受験手続を初めていたのでは到底間に合わない，受験願書

の受理はずいぶん前からどんどん始めなくてはいけないという前提でおります。

しかし，それだけ早めに願書の受理を開始しても，なおかつ，修了見込み者の受

験資格の確認については，４月上旬に食い込まざるを得ないのではないかと思っ

ております。その後の受験票発送等にも一定の時間と余裕を見ておかなければな
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りませんので。

【磯村委員】法科大学院の修了認定は，３月末ギリギリということではなくて，

３月上旬に教授会ないし専攻会議で決定するというイメージなんですね，したが

って，修了認定は結構早い段階で可能であり，書類等が電子化できると，手続的

にはかなり早く進むことも考えられます。ただ，それを早めても，結局採点のキ

ャパシティや修習開始の時期を考えるとあまり意味がなく，逆に，法科大学院の

修了者について，試験まで少し期間があった方がもう一回復習ができるとという

面もあると思いますけれども。

【小津委員】私は，事務の都合で早くても５月になるということに加えて，最後

に磯村委員が言われた，いくら法科大学院を出れば原則合格する試験だと言って

もどうしてももう一度試験のために準備ということも受験生の立場ではあるだろ

うし，それをあんまり卒業の翌日ということになると在学中から浮き足立ってし

まっての準備ということになるかもしれませんし，１か月ぐらいは空いていた方

がいいのではないかと思います。

【柏木委員】３日案と４日案で，いずれにしても２週間にわたってしまうのです

か。３日案だと３連休を使って一度にゴールデンウィークでできますね。

【池上人事課長】原則は，連続した３日間，４日間にしたいと考えております。

早めに決めていただければ会場確保にいろいろ努力のやり方があろうかと思って

おります。

【柏木委員】４日間は取れるのでしょうか。

【池上人事課長】取れるのではないかということで，御決定があれば早めに押さ

えに入りたいと思います。

【磯村委員】大学を使われるということと，授業との関係でウィークデイは無理

なんですか。

【池上人事課長】できるだけ平日は避けた方がいいと思いますが，４日間連続と

いうことになると平日も会場を確保する必要があります。

【横田人事課付】試験を２度に分けて実施するということは受験者の便宜の観点

からも問題がありますし，ゴールデンウィーク中の実施にも会場運営の観点から

いろいろと問題があると思います。

【中川委員】さっきの大学の話を聞いていても，あまりヘビーなものにはしてほ
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しくないと，現行司法試験よりは軽いという認識なんでしょうか，基本的なとこ

ろは。要するに法科大学院の教育というものをベースにした試験，いつもそこが

頭から飛んでしまうわけなんですけれども，これがガチッとあって，だからそう

いう前提で考えると，現行司法試験よりも重いものである必要はないような気が

私はしてならないのですけど。

【鈴木委員】京都大学の笠井先生もハードルはあまり高くしてくれるなという表

， ， ， ，現をされましたけれども ただ 論文に関しては むしろじっくり考える問題を

重い問題というような表現をされたような気がするのですけれども。

【中川委員】よく考えさせる問題にしてほしいという，これは分かりますけれど

も，その試験そのものの重みと言いますか，比重は現行司法試験よりはもっと軽

いと，要するに，法科大学院の教育を確認するのだという意味の試験であるとす

ればですね，今の司法試験のように一発で全部判断するのではないという気がす

るんですが。

【宮川委員】今の司法試験というのは，事例問題でも，簡単な事例を与えて，そ

して，その中に含まれる法的な論点を論述させるということで，１問に１時間，

こういう短い時間でやっているわけです。今度の新司法試験は，もう少し複雑な

事案を与えて，事例を解析させようとするわけですから，問題を読む時間も考え

る時間も長いことが予定されていると思います。

【中川委員】そうですかね。だけど，それを素早く判断し，素早く書くという能

力を問われているのだと私は思うのですけれども。そうでなければ法科大学院の

教育の意味というのはないわけですね。だから，今の学生さんのレベルではない

法科大学院を卒業した人達のレベルの試験だということですから，書く能力，読

む能力，問題分析その他について相当高度な能力を身に付けているという前提で

考えないとおかしいなという気がしますけれども。

【磯村委員】恐らく資料を十分に読ませる必要があり，詳細な事実関係が掲げら

れ，その中には法的に意味のある事実もあればノイズもあるというようなことを

前提とすると，１時間で１問程度ですと，反射神経のいい人が合格するような試

験になってしまう危険性があるので，それなりの時間は必要かなという気がいた

します。ただ，あまり長く掛かり過ぎることも問題かなという気もします。例え

ば，この日程表の３日案ですが，従来は一括で行われていた短答式を科目毎に別

の日に分けてはどうかと思ったのですが，午後に二つ論文式が違う科目であるの

は，やはり重いという気がするので，最初のＡ案でしょうか。短答式を１日目に

やって，論文式を９時半から開始して，午前中の科目は３時間，午後は時間の幅

に余裕があり，仮に民事系をもし長くするとしても３日で収まりそうだなと思う

のですが。各科目４時間で考えると３日ではきついですが。
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【宮川委員】資料７のカラーコピーの日程表，Ａ案からＥ案までありますけれど

も，私もこの日程の組み方についてこれとは違う案を考えてみました。お手元に

配布していただいた私のペーパーの中でですね 「試験の日程・試験時間等の一，

つの案」というのがありますが，これを一つたたいていただければと思います。

３日で終わらせるという前提での案です。短答式の問題数を１２０から１４０

問程度，時間を５，６時間程度というふうに考えて，これは１問あたり２分３０

秒程度ということになるのですが，その短答式の問題の中で民事系の問題数の比

率を大きくする。現在は，１問あたり３分３０秒ということで解いてますので，

時間的に言うと今より基礎的な少しやさしい問題を出さなければこなせないとい

うことになります。

もう一つは，論文式については，三つの基礎科目の試験時間を４時間から５時

間程度，そして，その中では相対的に民事系を長くする。選択科目の試験時間は

２時間程度とする。Ａ案とＢ案を考えてみたのですが，短答式を第１日目と第２

日目の午前中に二つに分けて，午後は論文をもってくる。３日目については，午

前中に選択科目の論文として，午後に刑事系の論文をもってくる。そして，Ｂ案

はどこが違うかと言いますと，短答式の問題数が違ってですね，公法系，刑事系

の問題数がＡ案では，各３０問となっているのが，各４０問に変えて，そして試

。 。 ，験時間も少し長くしております こういうやり方だったら３日で終わる しかし

この程度のものしかできない。今の中川委員の御意見からすると，論文式の時間

が少し長すぎると，こういうことになるかもしれないですが。

【中川委員】私はあまりこだわらくて，３日で終わればいいなというのは基本的

な考えでして，多少その中で長短があっても大差はないなと。４日というのはち

ょっとヘビーではないかなと。今も実質３日でしょう，日にちは違いますけれど

， ， ， 。も 短答式が１日で 論文式が２日ですよね そんなものかなという感じですが

【磯村委員】これは１つの可能性ですが，今，民法と刑法の対話，あるいは民法

と憲法の対話というような議論がなされていますが，例えば，民法上の不法原因

給付と刑法の横領罪とが関連する問題について，同じ問題の中でこれを考えさせ

ることを想定すると，科目ごとにバラバラに作るというのがいいのかどうか。場

合によっては短答式のところで，従来の融合問題というイメージでは，民法と民

事訴訟法や商法，刑法と刑事訴訟法の融合を考えていたかと思いますが，民法と

刑法や憲法の関連を含めて出題できるとすると，短答式は短答式で１日でまとめ

てしまうというのがいいかなという気はするのですが。

【宮川委員】あるいはまとめないで，混在させて，二つに分けて，６０問ずつ分

けるということが考えられる。ただ，その場合にそういう刑事系と民事系の融合

， 。問題ということを考えると その配点をどちらに振るかということがありますね

それは必然的に総合点方式でないと，つまり民事系についてミニマムスタンダー
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ドを決めて，各系科目についてミニマムスタンダードを決めて，そしてその短答

式の試験の合格に必要な成績に達しているかどうかという一次評価ですか，それ

がちょっとし難くなるのではないかなと思いますけど。

【磯村委員】それは，新司法試験法の科目を分けていることと矛盾するのか，矛

盾しないのか，その点は大丈夫なんでしょうか。公法系科目，刑事系科目，民事

系科目から出題するというときに，民事と刑事を混ぜたような融合問題というの

は，そこは支障がないと考えていいのですか。

【宮川委員】そういう融合問題を作ることを否定はしていない。

【磯村委員】それは，そういう理解でよろしいですか。

【宮川委員】短答式の問題数が１２０から１４０問ぐらいというのはどうでしょ

うか。今の倍になりますが。

【磯村委員】何時間掛けるかによりますね。

【鈴木委員】掛ける時間，１問あたり２分３０秒ですか。

【宮川委員】掛ける時間を短くすればやさしい問題を出さざるを得なくなります

よね。

【鈴木委員】別に２分３０秒が短いという趣旨ではないのですけれども，実際に

どんな形かなと，一つつかめないところがあるという感じがします。

【宮川委員】今６０問で３時間３０分というのは掛け過ぎかなという。

【鈴木委員】あれは１問と言っても何問か入っているような問題で。

【磯村委員】今は，受験者は時間が足りないという人は多いのではないでしょう

か。

【宮川委員】だから，３時間３０分もあるから６０問でですね，１問１問がかな

り重いものになってしまうと。

【磯村委員】おっしゃるとおりですね。

【 】 ，小津委員 時間はどこかではきちんと決めておく必要があるわけですけれども

何問ということを絶対に決めておかなければいけないかというと，ひょっとした
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ら違うかもしれないなという感じもないわけでもありません。それは，そもそも

五肢選択でなければいけないのかという問題があって，時間の配分とその科目に

よってそれぞれ何点配点するかということを決めておいて，あとで科目別とのす

り合わせの余地を残しておいた方がいいかもしれませんね。

【釜田委員】６月１２日の夕刻から意見交換会をやるわけですが，その前に，前

回向こうからいろいろ御指摘のありました問題に幾分かでもこちらから意見が出

せたら，もう少し深まると思いますので，時間がまいりましたけれども，もう少

し時間を頂きまして，２番目の所の問題になる点を幾つかお挙げいただいておき

まして，次回１２日の会合につないだらどうかと思います。ちょうど宮川委員が

その点につきましても御意見を御呈示いただきましたので，恐れ入りますが，そ

の辺り，口火を切っていただきまして，他の委員の先生方からそれにコメントを

頂だいできればと思います。

【宮川委員】論文式試験の採点方法をどうするのか，この問題をまず考えなけれ

ばいけないと思うのですが，今まで出ている考えでは，従来のような点数積み上

げ方式で考えるほかないのではないのかという意見があり，一方では，新しい司

法試験なのだからこれまでとは違った評価の在り方を検討してはどうかという考

えもあります。

後者については，合否の判定だけでよいという意見があります。しかし，なか

なかそこまでは踏み込み難い。

私自身の考え方はまだ固まっていないのですが，採点及び合否判定を段階評価

で行う案を考えてみました。合否判定について客観性・公平性が担保された段階

評価としては どういうスキームが考えられるのかと考えてみたのがお手元の 採， 「

点及び合否判定を段階評価でおこなう一つの案」というペーパーです。

これは 「１短答試験による一次評価の方法」のところを除いて，２以下の論，

文式の採点方法のところを要約しますと，まず合格答案か不合格答案かの判定を

する。合格答案についてＡ・Ｂ・Ｃの三段階評価をして，例えばＡは３０パーセ

ント，Ｂは４０パーセント，Ｃは３０パーセント，これは一例ですが，振り分け

る。それから不合格答案についてＤ・Ｅの二段階評価をして，例えばＤについて

３０パーセント，Ｅについては，７０パーセントに振り分けるわけです。試験を

やった後に，問題作成者であって，かつ，採点委員の方が一定数の答案，１００

とか２００とか，３００通程度の答案を数人で採点をして，各段階に該当する答

案のモデルというものを抽出してみる。あらかじめ詳細な採点評価書というもの

を作成しておくわけですが，それと一べつした段階での採点評価についての補充

書，それから各段階の評価モデルの答案の写しを採点委員に配布してですね，合

。 ， ，同会議をもって段階評価についての考えを統一する その後は 各科目について

答案は１人の採点者が何百通かをまとめて見る。Ａ評価とＢ評価の答案を合格答

案として，Ｃ評価とＤ評価の答案について，更に他の採点委員２人が見る。３人

中２人以上がＣ評価である答案を最終的に合格答案とする。こういうような仕組
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みを考えてみたわけです。

２頁目の※印のところですが，点数評価しないモデルで，総合評価の方法をど

うするかについては，今説明を省きますけれど，合否判定の客観性というのは，

詳細な採点評価書を作成する。それから一べつによる段階評価モデル答案の抽出

と，採点評価の補充書を作成する。事前合同討議をする。合否の分かれ目のある

一定数の答案については，更に２人で再評価をするといったことで客観性を担保

しようということを考えてみたのです。考えながらこれは大変だなという感じが

したことはしたのですが，こういうモデルと，これまでの点数評価方式と比較検

討して，どういう方法を私たちにおいて選択するのかということを次回御議論い

ただければと思います。

【小津委員】大変興味深く，なおかつ，宮川委員がおっしゃられたように，やる

となるとこの限られた期間内にできるかなという問題も当然含むなということで

ございますけれども，これは一応Ｃを３０パーセント，Ｄを３０パーセントとし

ておりますけれども，パーセントの設定の仕方の問題だと言ってしまえばそうな

， ， ，んですけれども その感覚で言えば 恐らく合格答案の中でもＣが非常に多いと

不合格答案の中でもＤがかなり多い，つまり合否スレスレのところがかなり多い

。 ， ，のではないかなという感じがいたしますが つまり 今の宮川委員の御説明だと

合格点を２５点とすると。

【宮川委員】おっしゃる趣旨はＣ３０パーセントと言っても，３０パーセントを

なかなか抽出することは難しくて，４，５０パーセントになってしまうのでない

かと。

【小津委員】ええ，あるいは実態に合わせてこのパーセントを考えると，ここは

もうちょっと膨れてしまうかなと。そうすると改めて２人で採点し直す総数がか

なり増えてしまうかなという。

【中川委員】実態的に考えますと，法科大学院を卒業した人達のための試験です

から，何人ぐらい卒業するのかというのが問題ですよね，そうしますと，何人ぐ

らいになるんですかね，最大５，０００人だとすれば，５，０００通ですよね，

全員が論文試験を受けられるとして，５，０００通ですよね。将来増えるかもし

れないけれど当面５，０００通だとすれば，５，０００通をどう見るかという考

え方でやった方が分かりやすいのではないですか。

そうすると，今，１人１，０００通ぐらい見ておられるのですか，それはめち

ゃくちゃだとすれば，何人ぐらいの考査委員がおられたらいいのだろうかとか，

時間的には１人当たりに何通ぐらいあれば見られるのだろうかとか。

それから，私はちらっと思うのですけれども，すり合わせの問題ですね。これ

は，例えば問題をお作りになった方は，意識的に何か問題をお作りになっておら

れるわけだから，この問題点と，この問題点と，この問題点のこれだけを論じて
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くれれば１００点だねというものが何かあるのではないのですかね。だから，そ

れだけ論じていれば１００点だと，そのうちこれとこれならば何十点だとか，こ

れとこれしか論じていなければ何点だとか，そういう問題ごとのスタンダードみ

たいなものを作れるような気がするのですけれども，どうなんですかね，そうだ

とすると点数を付ける方は出題者でなくたって構わないわけですよね。どれだけ

のものを論じているかということを判定すればいいわけですから，それなりの知

識のある方はできるのではないかという気がするんですけれども。

【柏木委員】それが論点積み上げ方式で，私はそれが今までの司法試験の大きな

欠陥であったと考えています。

それから，さっき磯村委員がおっしゃったことに関連しますが，私も大学の教

師になったときに公平性を保つために論点ベースの点数付けをやってみたので

す。それで答案の半分位まで点数を付けてみたのですが，やめました。それは磯

村委員がおっしゃったことと同じで，そうやって積み上げた点数と自分の実感が

全然違うのです。素晴らしい答案だと思ったものが案外高い点にならない。そこ

で論点主義だけに頼るのははやめて，私の場合は大部分を印象点に近いような採

点にしました。もちろん論ずべきことを論じているか，というのは見ますけれど

も，その論じ方の印象点の割合を非常に大きくしています。論点積み上げ方式と

いうのは，私は大きな欠陥があるという気がします。

【鈴木委員】前回の意見交換会でも，そういう柏木委員がおっしゃった印象点と

いう問題と，多数の答案の中での客観性という問題が議論となり，バランスの問

題だと思いますが，宮川委員のは，そこら辺をよく考えられていると思います。

ただ，詳細な採点評価書とか，採点評価の補充書の中身によっても，結局，積み

上げ式とあまり変わらないものになってしまうのではないでしょうか。

【宮川委員】採点評価書を作る前提として，批判されている論点積み上げ方式の

ような形にはしないよというのは，当然必要だと思います。この段階評価方式と

いうのは，その印象点と言いますか，全体の論述の論理的明快さ，表現力，こう

いったものを重視していくために考え出されているものですから，それを崩すよ

， ，うな採点評価書が作られたのではこれはいけないわけで 採点評価書の作り方も

そのような思想と言いますか考え方に基づいたものでなければいけないと思いま

す。

【柏木委員】私は，そう読んでこれは非常におもしろいアイデアだなという気が

したんですが。例えば，ある論点を落としたということは，これはマイナスなん

だろうと思いますけれども，その論点の中でまた細かく分けて，これ１点，これ

１点と，ある論点について筋が通っているとか，説得力があるかという，かなり

主観要素が入るような点数の付け方でやるのならば，非常におもしろいものがで

きるのではないのかなという気がしています。
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鈴木委員がおっしゃられたように客観性と，それから主観性とどこで接点を見

つけるかということなので，あまり客観を押し進めると，どうも今までの欠点が

そのまま出ると思いますし，かといってあまり主観ばかりでも困るし，正に採点

評価書の中身がどんなものであるかというアイデアをお示しいただくと，私は非

常にありがたいんですが。

【鈴木委員】必ずしも二者択一の問題ではないような気がするのです。

【中川委員】この採点評価書というものは，宮川委員のアイデアでは出題者が作

るわけですか。

【宮川委員】そうです。

【 】 ，中川委員 出題者が作ってこの程度の解答をして欲しいという解答案というか

そういうものを最初に提示しておくというアイデアですよね。

【宮川委員】この前，民法の池田委員がおっしゃっていましたが，今の問題でも

， 。 ，論理の流れは一つだけではなくて 幾つか系がある ある系を選択した場合には

こういう問題をいくつか論じなければならないし，別の系を選択した場合にはこ

ういう問題をいくつか論じなければならないということで考えているのであっ

て，批判されているような論点積み上げ方式ではないと，少なくとも２問のうち

の１問はそうなんだということでした。そのようなイメージで評価書を作ると。

【中川委員】私も大体そういうふうなことを考えていたのですが，要するにモデ

ル答案と言うとおかしいですけれど，そういう，ここに書いてあることを論じて

くれれば，全部論じていれば１００点というか，非常にいい点をあげましょうと

いうようなイメージでしょう。

【釜田委員】ありがとうございました。今日お出しいただきましたいろいろな御

意見を次回の１２日の会合で更に検討していただきたいと思います。今後の日程

について御説明をいただけますでしょうか。

(4) 今後の予定

（庶務担当から今後の予定について説明）

【釜田委員 （各委員との日程調整の結果）それでは，７月１１日を（７月の在】

り方検討グループの会議として）御予定をいただきたいと思います。

【中川委員】少しいいですか。この資料３かな，在り方検討会で先に検討する事

項と，これですね，どなたかたたき台を作っていただけないのですかね，何か一
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つたたき台みたいなものを，全体のを作っていただいて，それを議論した方が早

いように思うのですね。

【磯村委員】みんなが自分の意見をこれについて，メールで庶務担当にお渡しし

て，その論点を並べていただいて，それで整理するという方がいいかなと，ここ

で最初から議論し始めているとやっぱり時間が掛かりますので。

【宮川委員】今度出していただくのは，論点ではなくて意見も入れていただくわ

けですね。

【中川委員】庶務担当で最大公約数はこれだというたたき台を一つ作ってもらい

たい。

【磯村委員】意見がまとまったものは，まとめていただいて，論点が分かれてい

るものは，そこだけ詰めていけばいいわけですから。

【中川委員】実務的にやらないと，ものすごく時間だけ掛かってしまって。

【小津委員】ここまでみなさんの議論が進めばですね，事実上の庶務担当案を示

していただいてもそんなに差し支えがないような。

【釜田委員】そうですね。それでは庶務担当に叩き台を作っていただくというこ

とにいたしましょう。本日はどうもありがとうございました。


